
民
主
共
和
国
へ
の
孤
独
な
伴
走
者

―
―
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
憲
法
の
系
譜
―
―石

田

憲

ウ
ン
ベ
ル
ト
・
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
（U

m
berto

T
erracini

）
は
、
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
の
第
一
署
名
者
で
あ
る
。
制
憲
議
会
議
長

と
し
て
公
正
な
議
事
運
営
に
努
め
、
保
革
を
問
わ
ず
多
く
の
議
員
か
ら
尊
敬
さ
れ
、
憲
法
草
案
の
最
終
議
決
時
に
は
、
彼
が
投
票
す

る
際
、
議
場
で
は
記
者
席
も
ふ
く
め
長
い
賞
讃
の
拍
手
が
鳴
り
響
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
政
治
的
経
歴
は
、
困

難
の
連
続
で
、
憲
法
可
決
を
機
に
「
共
和
国
の
父
」
と
し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
た
後
は
、
彼
に
つ
い
て
の
著
作
も
限
ら
れ
た
ま
ま
に
留

ま
っ
た
。「
反
対
す
る
人
」
を
貫
い
た
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、「
難
し
い
、
や
っ
か
い
な
」
存
在
と
し
て
、
所
属
し
た
共
産
党
の
党
史
に

お
い
て
も
、
あ
い
ま
い
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
九
八
三
年
の
死
後
し
ば
ら
く
し
て
共
産
党
文
書
、
彼
の
個
人
文
書
を
利
用
し

た
若
干
の
回
顧
的
論
文
集
な
ど
が
公
刊
さ
れ
た
も
の
の
、
二
〇
〇
五
年
の
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ジ
ァ
ノ
ッ
テ
ィ
（Lorenzo

Gianotti

）
に

よ
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
風
の
伝
記
を
の
ぞ
き
、
本
格
的
な
単
著
も
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な（
１
）い。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
除
名
に
異
議
を
唱
え
て
、
自
ら
も
一
度
は
共
産
党
を
追
わ
れ
た
カ
ミ
ッ
ラ
・
ラ
べ
ー
ラ
（Cam

illa
Ravera

）

は
、
憲
法
の
大
半
が
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
作
品
で
あ
る
と
評
し
た
。
制
憲
議
会
議
長
と
し
て
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、「
絶
対
的
正
確
さ
で
、

ど
の
言
葉
も
案
も
彼
が
目
を
通
し
」、
批
判
や
疑
問
に
も
目
配
り
を
し
て
い
た
と
彼
女
は
語
っ
て
い
る
。
た
だ
し
問
題
は
、
一
九
四

論

説
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七
年
二
月
八
日
の
議
長
就
任
後
、
彼
の
活
動
が
公
正
な
仲
介
役
に
限
定
さ
れ
た
た
め
、
個
別
の
起
草
作
業
に
携
わ
ら
な
く
な
っ
た
点

で
あ
る
。
憲
法
史
の
文
脈
で
も
、
具
体
的
な
条
文
の
起
草
者
た
ち
に
注
目
が
集
ま
り
、
起
草
段
階
の
前
か
ら
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
与
え

て
い
た
様
々
な
影
響
に
つ
い
て
論
じ
る
著
作
は
少
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
研
究
動
向
の
偏
り
に
反
し
、
彼
は
議
長
に
選
出
さ
れ
る
以

前
よ
り
、
憲
法
制
定
に
関
す
る
準
備
委
員
、
憲
法
委
員
会
副
委
員
長
、
第
二
小
委
員
会
委
員
長
と
し
て
、
法
曹
界
の
重
鎮
た
ち
に
伍

し
て
多
く
の
発
言
、
提
案
を
行
な
い
、
後
に
条
文
化
さ
れ
る
憲
法
の
実
質
的
内
容
に
も
、
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い（
２
）た。

以
上
の
憲
法
制
定
史
に
お
け
る
空
白
部
分
を
ふ
ま
え
、
こ
こ
で
は
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
制
憲
議
会
議
長
就
任
ま
で
の
活
動
に
叙
述
の

重
点
を
お
き
、
彼
が
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
憲
法
へ
与
え
た
影
響
を
主
と
し
て
論
じ
る
。
本
稿
は
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
「
難
し
い
、

や
っ
か
い
な
」
軌
跡
を
た
ど
り
つ
つ
、
多
く
の
人
々
と
の
接
触
を
通
じ
、
自
ら
も
政
治
・
思
想
上
の
変
遷
を
と
げ
な
が
ら
、
複
合
的

な
憲
法
理
念
へ
到
達
し
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。
そ
の
歩
み
は
、
民
主
共
和
国
へ
の
孤
独
な
伴
走
者
と
呼
ぶ
に
ふ

さ
わ
し
く
、
戦
後
イ
タ
リ
ア
の
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
の
展
開
を
知
る
一
つ
の
指
標
と
な
ろ
う
。

ウ
ン
ベ
ル
ト
・
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
一
八
九
五
年
七
月
二
七
日
に
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
ユ
ダ
ヤ
人
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
。
一
歳
上
の
兄

と
二
歳
下
の
妹
を
も
ち
、
五
歳
の
と
き
、
技
師
で
あ
っ
た
父
が
亡
く
な
り
ト
リ
ノ
へ
移
り
、
カ
ン
テ
ラ
や
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
の
欠
け

た
食
卓
に
、
友
人
を
連
れ
て
こ
な
い
よ
う
告
げ
ら
れ
て
い
く
。
祖
父
の
代
は
パ
ン
、
服
の
行
商
に
従
事
し
て
い
た
が
、
親
族
は
旧
市

街
に
大
き
な
店
も
所
有
し
、
無
産
者
階
級
に
恐
れ
を
抱
き
、
母
親
も
労
働
者
の
集
会
所
に
近
づ
く
際
は
、
足
早
に
通
り
過
ぎ
た
と
い

う
。
こ
う
し
た
家
庭
環
境
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
ウ
ン
ベ
ル
ト
が
社
会
党
へ
接
近
し
て
い
っ
た
契
機
は
、
一
九
一
一
年
に
始
ま
る
リ

ビ
ア
戦
争
で
あ
っ
た
。
高
校
で
の
教
師
も
ふ
く
む
好
戦
熱
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
反
発
し
、
戦
争
へ
の
恐
怖
、
そ
の
支
持
者
へ
の
嫌

悪
、
そ
の
犠
牲
者
へ
の
同
情
が
、
政
治
活
動
の
原
点
と
な
っ（
３
）た。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
社
会
主
義
運
動
に
勧
誘
し
た
の
は
、
彼
よ
り
貧
し
い
鉄
道
労
働
者
の
息
子
で
、
同
じ
高
校
に
通
っ
て
い
た
ア
ン

《論 説》
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ジ
ェ
ロ
・
タ
ス
カ
（A

ngelo
T
asca

）
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
と
も
に
『
オ
ル
デ
ィ
ネ
・
ヌ
ォ
ー
ヴ
ォ
』（L’Ordine

Nuovo

）
の
創

刊
、
イ
タ
リ
ア
共
産
党
創
設
に
加
わ
っ
て
い
く
が
、
後
に
タ
ス
カ
は
党
内
右
派
と
し
て
追
放
さ
れ
る
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
一
九
一

四
年
八
月
三
〇
日
に
社
会
主
義
青
年
同
盟
県
大
会
で
第
一
次
世
界
大
戦
へ
の
参
戦
に
反
対
す
る
演
説
を
行
な
い
、
一
九
一
六
年
七
月

に
は
ピ
エ
モ
ン
テ
州
社
会
主
義
青
年
同
盟
の
書
記
長
に
抜
擢
さ
れ
て
い
く
。
タ
ス
カ
と
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
パ
ル
ミ
ー
ロ
・
ト
リ

ア
ッ
テ
ィ
（Palm

iro
T
ogliatti

）
と
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
（A

ntonio
Gram

sci

）
が
参
戦
主
義
に
傾
い
た
の
と
異
な
り
、
終
始

反
戦
論
者
と
し
て
一
貫
し
て
い
た
。
し
か
し
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
一
九
一
四
年
九
月
に
逮
捕
さ
れ
、
前
科
者
が
配
属
さ
れ
る
第
七
二

連
隊
へ
送
ら
れ
た
。
タ
ス
カ
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
、
グ
ラ
ム
シ
が
実
際
に
は
前
線
へ
向
か
わ
な
か
っ
た
の
と
対
照
的
に
、
将
校
へ
の
昇

進
を
拒
否
し
た
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
各
地
を
転
々
と
さ
せ
ら
れ
、
作
戦
区
域
で
の
軍
務
に
も
つ
い
て
い
る
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
復
員

後
も
除
隊
証
明
書
を
得
ら
れ
ぬ
状
態
の
ま
ま
、
ト
リ
ノ
大
学
を
卒
業
し
、
一
九
一
九
年
一
二
月
よ
り
弁
護
士
事
務
所
で
働
き
始
め
た

が
、
兵
士
の
政
治
活
動
禁
止
規
定
を
無
視
し
て
、
労
働
運
動
に
邁
進
す（
４
）る。

当
時
の
ト
リ
ノ
周
辺
に
お
け
る
労
働
運
動
は
、
戦
争
や
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
政
治
情
勢
の
中
で
、
活
性
化
し
て
い
た
。
リ
ビ

ア
戦
争
に
賛
成
し
た
ビ
ッ
ソ
ラ
ー
テ
ィ
（Leonida

Bissolati

）
や
ボ
ノ
ー
ミ
（Ivanoe

Bonom
i

）
を
一
九
一
二
年
七
月
に
社
会
党
か

ら
除
名
し
た
非
妥
協
派
の
ベ
ニ
ト
・
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
（Bentio

M
ussolini

）
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
介
入
主
義
者
へ
と
転
じ
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
を
起
こ
し
、
一
九
一
九
年
四
月
に
は
自
身
が
編
集
長
も
務
め
た
社
会
党
機
関
紙
『
ア
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
』（A

vanti!

）

の
ミ
ラ
ノ
編
集
部
を
放
火
す
る
に
至
る
。
他
方
、
ト
リ
ノ
で
は
金
属
機
械
工
業
労
働
組
合
を
中
心
と
し
て
、
一
九
一
九
―
二
〇
年
の

「
赤
い
二
年
間
」
を
先
導
す
る
運
動
が
先
鋭
化
し
た
。
社
会
党
内
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
出
身
の
若
者
が
少
な
い
こ
と
を
懸
念
し
た
タ
ス
カ

は
、
イ
ン
テ
リ
青
年
層
の
組
織
化
を
試
み
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
も
そ
の
一
翼
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
当
初
、
引
っ
込
み
思
案
で
身
な
り

も
正
し
い
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
演
説
で
ダ
ン
テ
を
引
用
す
る
な
ど
、
ス
ノ
ッ
ブ
な
態
度
が
目
立
ち
、
後
に
自
己
批
判
し
て
い
る
。
そ

民主共和国への孤独な伴走者――ウンベルト・テッラチーニと憲法の系譜――
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れ
で
も
、
多
く
の
学
生
が
圧
力
に
屈
せ
ず
、
文
化
活
動
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
に
つ
れ
、
労
働
者
も
若
き
知
識
人
た
ち
を
信
頼

す
る
よ
う
に
な
っ（
５
）た。

同
時
期
に
「
自
由
主
義
革
命
」
を
目
指
す
言
論
活
動
に
没
頭
し
て
い
た
ピ
エ
ロ
・
ゴ
ベ
ッ
テ
ィ
（Piero

Gobetti

）
は
、
テ
ッ
ラ

チ
ー
ニ
を
評
し
て
「
理
論
家
と
い
う
よ
り
政
治
家
、
デ
マ
ゴ
ギ
ー
に
は
反
対
で
、
貴
族
的
。
暴
力
的
雄
弁
と
は
対
極
。
繊
細
な
思
索

者
。
勇
敢
や
強
情
に
連
ら
な
る
言
動
へ
の
固
執
。
外
交
官
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
的
で
は
あ
っ
て
も
無
味
乾
燥
な
孤
立
と
は
無
縁
」
と

描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
は
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
に
つ
い
て
の
鋭
い
洞
察
だ
が
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
取
り
あ
げ
た
二
つ
の
論
文
集
に
深
く
関

わ
っ
た
研
究
者
の
ア
ル
ド
・
ア
ゴ
ス
テ
ィ
（A

ldo
A
gosti

）
は
、
権
謀
術
数
や
「
貴
族
的
よ
そ
よ
そ
し
さ
」
は
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
に
当

て
は
ま
る
と
し
て
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
市
民
的
、
政
治
的
情
熱
と
道
徳
的
品
位
が
、
彼
の
敵
対
者
か
ら
さ
え
尊
敬
の
念
を
抱
か
れ
、

一
般
党
員
か
ら
愛
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い（
６
）る。

以
下
、
反
戦
主
義
を
頑
固
に
守
る
中
で
も
示
さ
れ
た
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
一
貫
性
と
、
厳
し
い
政
治
状
況
に
対
応
し
て
い
く
柔
軟
性

を
、「
異
論
者
」
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
文
脈
か
ら
検
討
す
る
。
彼
は
戦
前
に
お
い
て
、
過
激
主
義
の
烙
印
を
押
さ
れ
な
が

ら
、
民
主
主
義
を
敬
慕
し
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
闘
い
の
中
で
も
少
数
者
と
し
て
抵
抗
を
続
け
、
戦
後
の
革
新
的
憲
法
へ
と
希
望
を
つ

な
い
で
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
新
憲
法
が
結
び
つ
く
問
題
に
焦
点
を
絞
り
、
彼
の
多
様
な
人
的
つ
な
が
り
に
も
目
配

り
し
な
が
ら
、
フ
ァ
シ
ス
ト
・
イ
タ
リ
ア
か
ら
社
会
的
な
民
主
共
和
国
へ
と
転
換
し
て
い
く
過
程
を
考
察
し
た
い
。

（
１
）
大
統
領
経
験
者
や
ス
イ
ス
亡
命
中
に
再
婚
し
た
妻
な
ど
は
、
彼
を
全
面
的
に
称
え
て
い
る
が
、
歴
史
的
な
評
価
に
つ
い
て
は
微
妙
な
扱
い
が
多

い
。A

ldo
A
gostietal.,Um

berto
Terracininella

storia
contem

poranea
（A

lessandria:Edizionidell’ O
rso,１９８７

）,pp.
１５,

１３９

―

１４１.A
driano

D
elPont,“

U
n
antifascista

m
ilitante,” in

Ibid.,pp.９７,１０２.
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
に
関
す
る
論
考
は
、
た
と
え
ば
、
ほ
か
に
は
以

《論 説》

１１８



下
の
も
の
が
あ
る
。Stefano

M
erlini,“

U
m
berto

T
erracini,” Quadernicostituzionali,A

nno７,N
o.３

（１９８７

）,５７１

―５９９.A
ldo
A
gosti

（a
cura

di

）,La
coerenza

della
ragione:Per

una
biografia

politica
diUm

berto
Terracini

（Rom
a:Carocci,１９９８

）.Chiara
Giorgi,

La
sinistra

alla
Costituente:Per

una
storia

deldibattito
istituzionale

（Rom
a:Carocci,２００１

）.Lorenzo
Gianotti,Um

berto
Ter-

racini:La
passione

civile
diun

padre
della

Repubblica

（Rom
a:EditoriRiuniti,２００５

）.

（
２
）Cam

illa
Ravera,“

Ilm
io
am
ico
T
erracini,” in

A
gostietal.,

op.cit.,p.１２０.M
erlini,op.cit.,５７８

―５８０.U
go
Spagnoli,“

Parteci-
pazione

popolare
e
societa`

civile
nelpensiero

e
nell’opera

diU
m
berto

T
erracini

Costituente
e
nel
dibattito

odierno,” in
A
gosti,op.cit.,

p.１４７.

（
３
）Gianotti,op.cit.,pp.９,１１,１５,１７,２５.Stefania
Coletta,“

La
Form

azione
diT
erracini:la

fam
iglia,iprim

iannidilotte,l’“ O
r-

dine
N
uovo” ,”

in
A
gosti,op.cit.,pp.２６

―２７.

（
４
）Ibid.,p.４１.Paolo

Spriano,Storia
delPartito

com
unista

italiano,
vol.I:Da

Bordiga
a
Gram

sci

（T
orino:Einaudi,１９７２

）,p.４８.
Gianotti,op.cit.,pp.４４

―４５,４８
―４９.Fondazione

Istituto
Gram

sci

（
以
下FIG

）,A
rchivio

delPartito
Com

unista

（
以
下A

PC

）,Par-
tito,Fondo

M
osca,U

m
berto

T
erracini,２７

ottobre１９４７,Riccardo
Luzzatto,“

T
he
Speaker

of
Italy’s

A
ssem

bly,” m
f１７６.

（
５
）Gianotti,op.cit.,pp.３２

―３５,４２.

シ
モ
ー
ナ
・
コ
ラ
リ
ー
ツ
ィ
『
イ
タ
リ
ア
二
十
世
紀
史
―
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一

法
的
正
義
を
志
向
す
る
「
過
激
主
義
者
」

⑴
『
オ
ル
デ
ィ
ネ
・
ヌ
ォ
ー
ヴ
ォ
』
グ
ル
ー
プ

一
九
一
九
年
五
月
一
日
、
グ
ラ
ム
シ
、
タ
ス
カ
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
が
発
起
人
と
な
り
、
社
会
主
義
文
化
の
雑
誌

と
し
て
『
オ
ル
デ
ィ
ネ
・
ヌ
ォ
ー
ヴ
ォ
』
が
創
刊
さ
れ
た
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
大
学
時
代
、
タ
ス
カ
を
通
じ
グ
ラ
ム
シ
と
知
り
合
い
、

グ
ラ
ム
シ
は
二
人
に
社
会
主
義
運
動
へ
入
る
前
の
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
を
紹
介
し
て
い
た
が
、
雑
誌
の
編
集
室
で
は
、
さ
ら
に
多
く
の

人
々
と
の
交
流
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
投
稿
を
通
じ
、
タ
ス
カ
と
並
ぶ
著
名
な
存
在
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
労

働
者
の
主
体
性
に
力
点
を
お
く
姿
勢
が
強
め
ら
れ
た
。
ま
さ
し
く
一
九
一
九
年
の
夏
に
は
、
ロ
シ
ア
に
倣
っ
て
工
場
評
議
会
が
設
置

さ
れ
、
ス
ト
ラ
イ
キ
か
ら
工
場
占
拠
へ
と
運
動
は
急
進
化
し
、
イ
タ
リ
ア
全
土
で
約
五
〇
万
人
の
労
働
者
が
工
場
に
立
て
こ
も
っ
た
。

一
九
二
〇
年
九
月
に
は
、
政
府
側
も
労
働
攻
勢
に
譲
歩
し
て
、
工
場
に
お
け
る
労
働
者
の
代
表
権
を
認
め
た
が
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は

単
な
る
協
議
会
か
ら
労
働
組
合
を
企
業
活
動
の
積
極
的
参
加
主
体
と
認
め
る
よ
う
要
求
す
る
。
そ
れ
は
従
来
、
社
会
党
の
推
進
す
る

労
働
運
動
が
条
件
闘
争
に
留
ま
っ
て
、
政
府
・
企
業
側
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
経
緯
へ
の
反
省
か
ら
、「
道
徳
的
、
知
的
革
命
」

を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ（
７
）た。

こ
の
工
場
占
拠
と
い
う
労
働
者
の
自
主
管
理
に
よ
っ
て
勝
ち
取
っ
た
代
表
権
は
、
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
（
以
下
、
憲
法
）
第
四

六
条
を
め
ぐ
り
、
企
業
管
理
へ
労
働
者
が
ど
れ
だ
け
参
画
す
る
か
と
い
う
論
争
に
も
反
映
さ
れ
て
い
く
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
北
イ

タ
リ
ア
の
解
放
途
上
に
お
い
て
発
生
し
た
管
理
協
議
会
を
、
新
憲
法
起
草
時
に
直
近
の
歴
史
的
経
験
と
見
な
す
だ
け
で
な
く
、
ま
さ

に
一
九
一
六
年
六
―
九
月
の
内
部
委
員
会
、
工
場
評
議
会
を
、
生
産
管
理
に
労
働
者
が
直
接
参
加
す
る
端
緒
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
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て
彼
は
、
憲
法
第
三
条
第
二
項
に
明
記
さ
れ
る
政
治
・
経
済
・
社
会
的
組
織
へ
の
労
働
者
の
実
効
的
参
加
を
重
視
し
、
積
極
的
に
発

言
し
た
が
、
一
九
四
七
年
二
月
の
議
長
就
任
後
は
中
立
、
公
正
の
立
場
を
守
り
、
総
会
で
の
議
論
を
差
し
控
え
て
い
く
。
結
局
、
一

九
四
七
年
五
月
に
お
け
る
左
派
政
党
の
閣
外
放
逐
と
軌
を
一
に
し
て
、
憲
法
第
四
六
条
の
「
企
業
管
理
参
加
権
」
の
文
言
は
「
企
業

管
理
協
力
権
」
に
変
更
さ
れ
た
。
さ
り
な
が
ら
、『
オ
ル
デ
ィ
ネ
・
ヌ
ォ
ー
ヴ
ォ
』
グ
ル
ー
プ
が
、
党
内
に
お
い
て
さ
え
「
危
険

視
」
さ
れ
た
少
数
集
団
で
あ
っ
て
も
、
む
し
ろ
党
の
先
見
的
指
針
を
示
し
て
い
っ
た
如
く
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、「
労
働
に
基
礎
を

お
く
民
主
共
和
国
」（
憲
法
第
一
条
第
一
項
）
で
結
実
す
る
参
加
と
は
管
理
、
運
営
、
決
定
へ
の
参
画
を
意
味
す
る
と
、
戦
前
か
ら
戦

後
を
通
じ
て
主
張
し
続
け
た
の
で
あ（
８
）る。

イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
で
は
、
社
会
的
民
主
主
義
を
奨
揚
し
、
自
由
権
の
回
復
と
同
時
に
、
市
民
の
主
体
的
参
加
を
う
な
が
す
根

本
理
念
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
新
た
な
行
動
主
体
が
、
様
々
な
政
治
的
組
織
や
労
働
組
合
か
ら
登
場
し
て
き
た
。

し
か
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
崩
壊
直
後
の
イ
タ
リ
ア
で
は
、
労
働
者
の
地
位
は
い
ま
だ
不
安
定
な
ま
ま
、
企
業
側
が
活
動
家
を
狙
い

う
ち
に
し
て
、
解
雇
す
る
ケ
ー
ス
も
頻
発
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
情
勢
を
背
景
と
し
て
、
共
産
党
の
労
働
組
合
指
導
者
デ
ィ
・

ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ
（Giuseppe
D
iV
ittorio

）
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
憲
法
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
提
案
し
た
。
こ
の
提
案
擁
護
こ
そ
、

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
憲
法
制
定
に
つ
い
て
討
議
し
た
最
初
の
公
的
記
録
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
保
守
系
の
委
員
は
、
憲
法
で
は
な
く

労
働
関
連
法
に
よ
り
ス
ト
ラ
イ
キ
を
規
定
し
、
し
か
も
ス
ト
ラ
イ
キ
権
に
条
件
を
課
そ
う
と
試
み
た
が
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
こ
れ
に

反
対
し
、
保
守
側
の
提
案
を
僅
差
で
否
決
し
、
憲
法
第
四
〇
条
に
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
条
文
に
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ

権
を
規
制
す
る
法
律
の
範
囲
内
で
の
行
使
が
記
さ
れ
、
憲
法
の
文
言
で
ス
ト
ラ
イ
キ
権
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
以
上
の
成
果
を
獲
得

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ（
９
）た。

憲
法
制
定
期
の
起
草
を
め
ぐ
る
確
執
と
違
い
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
イ
タ
リ
ア
で
は
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
「
懲
罰
遠
征
」
や
政
府
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の
暴
力
的
抑
圧
が
増
大
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
側
の
み
が
死
傷
者
を
出
す
事
件
も
多
か
っ
た
。「
赤
い
二
年
間
」
は
、
少
な
く
と

も
革
命
と
い
う
観
点
か
ら
は
失
敗
に
終
わ
り
、『
オ
ル
デ
ィ
ネ
・
ヌ
ォ
ー
ヴ
ォ
』
グ
ル
ー
プ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
方
向
を
模
索
し

始
め
る
。
ト
リ
ノ
で
ス
ト
ラ
イ
キ
が
活
性
化
し
た
際
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
グ
ル
ー
プ
を
代
表
し
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
全
国
レ
ベ
ル
に

ま
で
拡
大
す
る
よ
う
主
張
し
た
が
、
党
中
央
の
指
示
か
ら
、
や
む
や
く
ス
ト
ラ
イ
キ
の
沈
静
化
を
図
る
役
柄
に
転
じ
な
が
ら
、
社
会

党
と
の
溝
を
深
め
て
い
っ
た
。
当
時
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、『
オ
ル
デ
ィ
ネ
・
ヌ
ォ
ー
ヴ
ォ
』
グ
ル
ー
プ
で
有
名
な
存
在
に
な
っ
て

お
り
、
社
会
党
指
導
部
内
で
も
っ
と
も
若
い
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
嘱
望
さ
れ
て
い
た
。
地
方
選
挙
で
も
、
タ
ス
カ
や
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
が

落
選
す
る
中
、
青
年
層
か
ら
多
く
の
賛
同
を
得
て
当
選
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、
社
会
党
は
労
働
者
の
工
場
占
拠
に
呼
応
し
な
い
ま

ま
、
な
お
革
命
を
唱
え
る
と
い
う
待
機
主
義
か
ら
脱
せ
ず
、
革
命
派
、
改
良
派
の
い
ず
れ
も
満
足
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
九
二
一

年
一
月
二
一
日
、
リ
ヴ
ォ
ル
ノ
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
社
会
党
第
一
七
回
党
大
会
の
最
終
日
に
共
産
党
が
創
設
さ
れ
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
、

タ
ス
カ
、
グ
ラ
ム
シ
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
は
こ
れ
に
合
流
す
る
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
『
オ
ル
デ
ィ
ネ
・
ヌ
ォ
ー
ヴ
ォ
』
グ
ル
ー
プ
か
ら

選
出
さ
れ
た
唯
一
の
中
央
委
員
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
暴
力
的
攻
撃
を
避
け
る
た
め
、
社
会
党
は
政
府
と
の
間
で

「
平
和
協
定
（patto

dipacificazione

）」
を
結
ん
で
し
ま
い
、
反
フ
ァ
シ
ス
ト
運
動
の
武
装
解
除
を
拒
否
す
る
人
々
が
非
合
法
化

さ
れ
、
共
産
党
と
の
決
裂
は
決
定
的
局
面
を
迎
え（

１０
）る。

『
オ
ル
デ
ィ
ネ
・
ヌ
ォ
ー
ヴ
ォ
』
グ
ル
ー
プ
は
、
共
産
党
支
持
層
が
労
働
者
、
農
民
に
偏
る
状
況
の
も
と
で
、
党
に
お
け
る
知
識

人
集
団
の
中
核
を
な
し
た
。
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
ロ
シ
ア
革
命
の
道
程
を
イ
タ
リ
ア
独
自
の
形
で
た
ど
っ
て
い
く
、
と
い
う

自
律
的
な
政
治
構
想
を
模
索
し
た
。
た
と
え
ば
、
生
産
関
係
の
構
造
に
着
目
し
、
建
設
的
な
言
葉
に
よ
る
革
命
プ
ラ
グ
ラ
ム
を
作
ろ

う
と
し
た
が
、
と
り
わ
け
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
旧
世
代
の
特
徴
と
な
っ
て
い
た
教
育
、
短
期
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

固
執
す
る
趨
勢
か
ら
距
離
を
お
く
こ
と
に
な
る
。
彼
は
グ
ラ
ム
シ
と
と
も
に
、
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
以
下
、
コ
ミ
ン
テ
ル

《論 説》

１２２



ン
）
か
ら
の
支
援
を
期
待
し
つ
つ
、
社
会
党
と
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
目
指
す
党
内
右
派
に
転
じ
た
タ
ス
カ
と
対
立
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

同
時
に
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
社
会
党
と
の
統
一
戦
線
を
提
唱
す
る
ソ
連
・
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
指
導
部
に
異
を
唱
え
、
グ
ラ
ム
シ
か
ら
も

批
判
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
時
期
の
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
党
指
導
部
の
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
自
覚
が
強
く
、
党
内
外
で
論
争
を

繰
り
返
す
。
他
方
、
レ
ー
ニ
ン
（V

ladim
ir
Ilyich

Lenin

）
ら
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
首
脳
部
は
当
初
、
二
一
カ
条
を
示
し
て
改
良
主
義

者
の
放
逐
を
要
求
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
、
イ
タ
リ
ア
共
産
党
と
社
会
党
の
分
裂
が
決
定
的
に
な
る
と
、
統
一
戦

線
を
志
向
す
る
社
会
党
内
の
人
物
へ
資
金
さ
え
提
供
す
る
と
い
っ
た
矛
盾
に
満
ち
た
行
動
を
反
復
し
た
の
で
あ（

１１
）る。

こ
の
ソ
連
側
と
の
齟
齬
が
も
っ
と
も
顕
在
化
し
た
の
は
、
一
九
二
一
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
モ
ス
ク
ワ
で
開
催
さ
れ
た
コ

ミ
ン
テ
ル
ン
第
三
回
大
会
で
あ
ろ
う
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
ア
マ
デ
オ
・
ボ
ル
デ
ィ
ー
ガ
（A

m
adeo

Bordiga

）
に
次
ぐ
イ
タ
リ
ア

共
産
党
ナ
ン
バ
ー
・
ツ
ー
と
し
て
出
席
し
た
が
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
（Lev

D
avidovich

T
rockij

）
は
ボ
ル
デ
ィ
ー
ガ
と
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ

を
「
革
命
の
焦
燥
」
と
し
て
、
社
会
党
と
の
再
合
同
が
不
可
能
と
断
じ
る
二
人
の
見
解
に
厳
し
い
評
価
を
く
だ
し
た
。
テ
ッ
ラ
チ
ー

ニ
は
、
受
動
的
段
階
か
ら
積
極
的
行
動
へ
と
導
く
攻
勢
理
論
に
基
づ
き
社
共
分
裂
が
な
さ
れ
た
と
反
駁
す
る
が
、
レ
ー
ニ
ン
は
、
極

左
ド
ク
ト
リ
ン
と
し
て
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
「
過
激
主
義
者
」
と
非
難
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
統
一
戦
線
が
共

産
党
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
放
棄
に
つ
な
が
り
、
資
本
家
の
国
際
的
な
攻
勢
が
強
ま
る
中
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
給
与
、
労
働
時
間
、
組

織
の
自
由
な
ど
個
々
の
案
件
で
、
バ
ラ
バ
ラ
に
部
分
的
な
行
動
を
と
る
だ
け
で
は
対
抗
で
き
な
い
と
主
張
し（

１２
）た。
反
論
に
立
っ
た
ト

ロ
ツ
キ
ー
は
、「
我
々
は
偉
大
な
明
日
に
向
け
、
今
は
準
備
の
た
め
分
裂
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
あ
り
得
な
い
と
難
詰
す
る
。

結
局
、
伊
仏
西
三
国
の
代
表
が
賛
成
し
な
い
ま
ま
、
統
一
戦
線
拡
大
の
動
議
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
で
可
決
さ
れ（

１３
）た。

レ
ー
ニ
ン
は
一
連
の
議
論
に
際
し
、「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
三
年
の
偉
大
な
革
命
を
通
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
共
産
主
義
運
動
は
何

も
学
ん
で
い
な
い
」
と
慨
嘆
し
た
が
、
ソ
連
側
の
一
方
的
な
方
針
の
押
し
つ
け
が
摩
擦
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
点
に
は
無
頓
着
で
あ
っ
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（
１４
）た。

そ
の
後
も
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
、
イ
タ
リ
ア
共
産
党
指
導
部
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
党
内
少
数
派
を
意
図
的
に
支
援
す
る
な
ど
、

策
動
を
続
け
て
い
く
。
こ
の
間
、
党
内
指
導
部
に
お
け
る
反
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
姿
勢
を
批
判
し
た
グ
ラ
ム
シ
は
モ
ス
ク
ワ
へ
派
遣
さ

れ
、
彼
を
イ
タ
リ
ア
か
ら
遠
ざ
け
る
意
図
が
働
い
た
と
い
う
説
さ
え
登
場
し
た
。
逆
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
側
は
、
非
妥
協
的
な
ボ
ル

デ
ィ
ー
ガ
を
排
除
し
た
後
の
指
導
者
と
し
て
、
グ
ラ
ム
シ
を
取
り
込
も
う
と
し
て
い
た
、
と
の
解
釈
も
出
て
い
る
。
さ
ら
に
、
グ
ラ

ム
シ
派
遣
を
推
薦
し
た
の
が
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
で
あ
っ
た
と
い
う
話
も
つ
け
加
え
ら
れ
、
国
際
的
な
権
力
闘
争
を
強
調
す
る
指
摘
さ
え

散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
モ
ス
ク
ワ
で
は
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
グ
ラ
ム
シ
の
病
気
を
気
遣
い
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
し
、
療
養
中
の

彼
に
代
わ
っ
て
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
仕
事
を
引
き
受
け
て
い
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
事
務
局
内
の
最
重
要
セ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
た
ラ

テ
ン
部
門
（
伊
仏
西
白
葡
五
カ
国
を
統
轄
）
で
、
グ
ラ
ム
シ
の
代
わ
り
に
働
い
た
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
情
報
を
整
理
し
指
令
を
書
き
あ

げ
て
も
、
外
国
人
は
形
式
的
責
任
の
み
を
負
わ
さ
れ
、
ロ
シ
ア
人
が
実
質
的
決
定
を
行
な
っ
て
い
る
状
況
に
直
面
し（

１５
）た。

テ
ッ
ラ

チ
ー
ニ
が
民
主
集
中
制
を
超
え
て
、
市
民
参
加
を
重
視
す
る
方
向
に
変
わ
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
モ
ス
ク
ワ
経
験
も
大
き
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
し
て
は
、
政
策
を
め
ぐ
る
衝
突
以
上
に
、
強
圧
的
な
政
治
圧
力
を
予
感
さ
せ
る
異
論
派
排
除
の
動
静
こ
そ
、
彼

が
そ
の
後
も
ソ
連
と
の
軋
轢
を
繰
り
返
す
原
因
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
回
顧
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
モ
ス
ク

ワ
滞
在
当
時
は
、
路
線
対
立
が
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
だ
け
、
ま
だ
ま
し
で
、
や
り
込
め
ら
れ
た
ト
ロ
ツ
キ
ー
に
つ
い
て

も
民
衆
、
若
者
の
間
で
の
支
持
が
高
か
っ
た
と
冷
静
に
分
析
し
て
い
る
。
ソ
連
側
も
、
一
九
二
四
年
一
月
二
四
日
の
レ
ー
ニ
ン
死
去

に
際
し
て
は
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
レ
ー
ニ
ン
の
「
棺
の
守
護
者
」
に
選
び
、
度
量
の
広
さ
を
示
そ
う
と
し
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
つ

い
て
も
、
グ
ラ
ム
シ
は
ロ
シ
ア
側
が
大
量
で
正
確
な
情
報
を
供
給
し
て
い
た
事
実
に
言
及
し
て
い
る
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
自
身
、
ト
ロ

ツ
キ
ー
や
レ
ー
ニ
ン
と
の
衝
突
を
あ
く
ま
で
各
国
共
産
党
の
間
に
生
じ
た
認
識
の
相
違
と
位
置
づ
け
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
と
ス
タ
ー
リ
ン

《論 説》
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（JosifV
issarionovich

Stalin

）
の
論
争
に
関
す
る
文
書
の
公
開
を
ソ
連
へ
求
め
、
初
期
段
階
で
は
開
示
が
許
さ
れ
た
と
き
に
は
、

信
頼
の
念
さ
え
表
明
し
た
。
し
か
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
到
来
と
と
も
に
、
官
僚
化
、
儀
礼
化
が
進
み
、
粛
清
や
強
制
収
容
所
が

自
由
な
発
言
を
圧
殺
し
て
い
く
一
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
ソ
連
の
距
離
は
縮
ま
ら
な
く
な
っ
て
い（

１６
）く。

⑵

フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
下
の
「
非
合
法
」

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
ふ
く
め
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
主
要
政
治
家
は
、
権
力
奪
取
時
の
フ
ァ
シ
ス
ト
を
過
小
評
価
し
て
い
た
。
ジ
ョ

リ
ッ
テ
ィ
（GiovanniGiolitti
）
に
代
表
さ
れ
る
自
由
主
義
期
の
領
袖
た
ち
は
、
フ
ァ
シ
ス
ト
を
自
陣
営
に
引
き
込
み
、「
体
制
内

化
」
さ
せ
ら
れ
る
と
信
じ
て
い
た
し
、
左
派
勢
力
も
真
の
敵
は
旧
指
導
層
と
考
え
て
い
た
。
し
か
も
、
一
九
二
四
年
二
月
に
労
働
者

と
農
民
の
新
聞
と
い
う
副
題
の
『
ウ
ニ
タ
』（L’Unita`

）
が
グ
ラ
ム
シ
に
よ
り
創
刊
さ
れ
る
と
、
五
万
部
の
発
行
を
数
え
、
共
産
党

へ
の
入
党
者
が
倍
増
し
、
四
月
に
は
グ
ラ
ム
シ
も
ウ
ィ
ー
ン
に
い
な
が
ら
、
総
選
挙
で
当
選
す
る
と
い
う
躍
進
を
と
げ
る
。
こ
の
時

期
に
な
る
と
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
統
一
戦
線
の
主
張
を
変
化
さ
せ
て
い
た
が
、
グ
ラ
ム
シ
は
す
で
に
長
い
論
争
を
続
け
て
お
り
、
コ

ミ
ン
テ
ル
ン
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
て
い
た
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
も
、
ク
レ
ム
リ
ン
が
方
針
を
道
具
主
義
的
に
変
更
す
る
や
り
方
へ
反

発
を
隠
さ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
グ
ラ
ム
シ
と
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
個
人
の
良
心
に
基
づ
き
普
遍
的
理
念
を
共
有
し
な
が
ら
、
政
治

的
、
組
織
的
に
強
い
自
律
し
た
政
党
の
確
立
に
腐
心
し
て
い（

１７
）く。

フ
ァ
シ
ス
ト
の
暴
力
は
、
一
九
二
四
年
六
月
の
社
会
党
議
員
ジ
ァ
コ
モ
・
マ
ッ
テ
オ
ッ
テ
ィ
（Giacom

o
M
atteotti

）
の
殺
害
で
、

一
時
的
に
多
く
の
批
判
を
招
く
が
、
言
論
は
封
じ
込
め
ら
れ
、
暴
行
や
脅
迫
が
横
行
し
た
。
こ
の
時
期
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
武
装
集
団

に
対
抗
し
て
人
民
突
撃
隊
が
組
織
さ
れ
た
が
、
共
産
党
さ
え
自
前
の
暴
力
装
置
編
成
に
消
極
的
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ

は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
か
ら
見
れ
ば
、
人
民
突
撃
隊
が
逆
に
警
戒
の
対
象
と
な
る
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
党
は
そ
の
後
も
、
フ
ァ
シ
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ス
ト
体
制
の
暴
力
に
対
す
る
反
撃
手
段
と
し
て
暗
殺
が
提
起
さ
れ
た
際
、
テ
ロ
は
良
い
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
と
宣
言
し
、
も
し

フ
ァ
シ
ズ
ム
独
裁
が
打
ち
倒
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
民
の
蜂
起
に
よ
る
も
の
と
注
釈
し
た
。
フ
ァ
シ
ス
ト
側
の
合
法
・
非
合

法
的
暴
力
へ
の
対
応
が
定
ま
ら
ぬ
う
ち
に
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
逮
捕
さ
れ
、
一
九
二
五
年
七
月
か
ら
六
カ
月
間
の
拘
束
を
受
け
た
後
、

さ
ら
に
一
九
二
六
年
九
月
か
ら
一
九
四
三
年
八
月
ま
で
、
長
期
の
獄
中
生
活
を
強
い
ら
れ
る
。
反
フ
ァ
シ
ス
ト
の
一
斉
検
挙
と
並
行

し
て
、
一
九
二
六
年
一
一
月
に
は
政
治
的
流
刑
と
特
別
政
治
警
察
の
制
度
が
導
入
さ
れ
、「
国
家
防
衛
」
を
目
的
と
す
る
特
別
裁
判

所
が
設
置
さ
れ
た
。
フ
ァ
シ
ス
ト
党
以
外
の
政
党
、
政
治
組
織
は
閉
鎖
さ
れ
、
そ
の
翌
日
に
は
議
員
特
権
を
有
し
て
い
た
は
ず
の
、

グ
ラ
ム
シ
を
始
め
と
す
る
一
五
人
中
一
二
人
の
共
産
党
議
員
が
逮
捕
さ
れ
て
い
る
。
特
別
裁
判
所
は
、
四
六
七
一
人
を
有
罪
と
し
た

が
、
そ
の
う
ち
四
〇
三
〇
人
が
共
産
党
員
で
、
総
計
二
三
〇
〇
〇
年
の
拘
禁
刑
が
科
せ
ら
れ（

１８
）た。

司
法
当
局
は
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
逮
捕
時
に
は
旧
刑
法
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
「
国
家
防
衛
」
に
関
す
る
法
律
を
遡
及
し
て
利

用
す
る
か
で
混
乱
し
、
各
管
轄
裁
判
所
は
責
任
を
な
す
り
合
っ
た
。
結
局
、
い
く
つ
か
の
刑
罰
を
組
み
合
わ
せ
て
刑
期
を
長
く
す
る

試
み
が
な
さ
れ
た
が
、
フ
ァ
シ
ス
ト
側
は
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
と
考
え
、
内
乱
罪
の
適
用
へ
と
向
か
う
。
一
九
二
八
年
六
月
四
日
、

特
別
裁
判
所
の
最
終
公
判
日
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
外
国
紙
の
取
材
陣
を
前
に
、
強
力
な
全
体
主
義
国
家
が
、
軽
蔑
さ
れ
迫
害
さ
れ
て

き
た
小
さ
な
政
党
を
恐
れ
、
そ
の
最
良
の
人
々
を
殺
害
し
、
あ
る
い
は
投
獄
し
て
き
た
と
証
言
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
政
治
裁
判

で
あ
り
、
共
産
党
員
た
ち
は
憎
悪
の
扇
動
、
内
戦
教
唆
の
罪
で
訴
追
さ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
法
廷
が
社
会
階
級
の
憎
悪
を
か
き
た

て
て
い
る
と
批
判
し
て
い（

１９
）る。
最
後
に
、
彼
は
以
下
の
よ
う
に
語
っ
た
。「
裁
判
長
殿
、
裁
判
官
殿
、
こ
の
審
理
は
昨
日
あ
な
た
方

が
祝
砲
や
祝
鐘
で
飾
り
立
て
て
い
た
憲
法
八
〇
周
年
に
値
す
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。」
銃
剣
に
守
ら
れ
フ
ァ
シ
ス
ト
典
礼
に

沿
っ
て
公
判
を
指
揮
し
た
裁
判
長
は
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
発
言
を
打
ち
切
ら
せ
、
裁
判
は
終
了
し
た
。
グ
ラ
ム
シ
を
ふ
く
む
党
幹
部

の
中
で
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
最
長
の
刑
期
、
二
二
年
九
カ
月
五
日
を
告
げ
ら
れ（

２０
）る。

《論 説》
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そ
の
ほ
か
の
訴
追
さ
れ
た
共
産
党
員
た
ち
の
大
半
は
三
〇
歳
以
下
で
、
し
か
も
労
働
者
、
農
民
が
多
く
、
知
識
人
は
少
数
で
あ
っ

た
。
こ
れ
故
、
弁
護
士
資
格
を
も
つ
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
も
、
被
告
た
ち
の
た
め
に
法
廷
で
発
言
す
る
機

会
が
め
ぐ
っ
て
き
た
。
内
務
省
、
法
務
省
は
彼
を
説
得
的
な
弁
論
を
駆
使
す
る
危
険
人
物
と
し
て
、
監
視
の
強
化
を
怠
ら
な
く
な
る
。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
モ
ス
ク
ワ
で
知
り
合
い
結
婚
し
た
妻
の
ア
ル
マ
・
レ
ッ
ク
ス
（A

lm
a
Lex

）
の
写
真
さ
え
、
す
べ
て
取
り
あ
げ
ら

れ
な
が
ら
も
、
彼
女
の
献
身
的
な
行
動
に
支
え
ら
れ
る
。
ア
ル
マ
の
救
援
活
動
も
あ
り
、
一
九
二
〇
年
代
末
に
彼
が
健
康
を
害
し
た

際
に
は
、
各
国
紙
は
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
、
グ
ラ
ム
シ
の
待
遇
改
善
を
訴
え
、
監
獄
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
へ
の
移
送
が
実
現
し（

２１
）た。
テ
ッ
ラ

チ
ー
ニ
は
苛
烈
な
獄
中
経
験
か
ら
、
解
放
後
に
は
更
生
を
刑
罰
に
優
先
さ
せ
、
非
人
道
的
な
処
遇
に
反
対
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い

く
。
と
り
わ
け
、
憲
法
の
起
草
を
め
ぐ
り
、
刑
期
が
あ
る
一
定
の
限
度
を
越
え
れ
ば
、
更
生
の
意
味
合
い
は
失
わ
れ
、
進
行
す
る
野

蛮
に
な
る
と
し
て
、
一
五
年
以
上
、
自
由
を
剥
奪
す
る
刑
罰
の
禁
止
を
提
案
す
る
。
制
憲
議
会
に
お
け
る
保
守
系
の
委
員
た
ち
さ
え
、

彼
の
雄
弁
さ
と
誠
実
さ
に
敬
意
を
払
い
、
そ
の
趣
旨
を
却
下
し
な
い
形
で
刑
法
改
正
へ
委
ね
る
こ
と
に
同
意
し（

２２
）た。

ま
た
、
特
別
裁
判
所
が
司
法
の
フ
ァ
シ
ス
ト
化
を
象
徴
し
、
裁
判
長
に
も
将
軍
が
す
え
ら
れ
て
い
た
事
態
か
ら
、
一
九
四
三
年
八

月
に
ロ
ン
ド
ン
で
開
か
れ
た
刑
法
再
建
国
際
委
員
会
は
、
イ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
特
別
裁
判
所
の
廃
止
お
よ
び
行
政
令
に
よ
る
政
治
的

流
刑
の
禁
止
な
ど
を
提
言
し
て
い（

２３
）る。
加
え
て
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
新
憲
法
制
定
に
際
し
、
司
法
行
政
、
重
罪
裁
判
所
に
も
市
民
が

参
加
で
き
る
よ
う
働
き
か
け
た
。
こ
れ
に
は
、
保
守
派
か
ら
激
し
い
抵
抗
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
彼
は
司
法
の
独
立
と
市
民
の
司
法
参

加
は
両
立
可
能
で
あ
る
と
粘
り
強
く
説
得
を
続
け
、
名
誉
司
法
官
の
条
文
化
（
憲
法
第
一
〇
六
条
第
二
項
）
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
る
。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
法
の
峻
厳
さ
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
べ
く
、
司
法
が
市
民
に
よ
り
監
視
さ
れ
る
必
要
性
を
説
い
た
。
こ
の
監
視
さ

れ
た
合
法
性
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
「
合
法
的
暴
力
」
と
対
置
さ
せ
、
共
和
国
に
お
け
る
権
利
義
務
遂
行
の
引
照
基
準
と
し
て
、
民
主
主

義
と
立
憲
主
義
の
連
系
を
試
み
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
に
は
、
通
常
の
刑
事
訴
訟
法
を
逸
脱
し
た
形
で
、
彼
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は
「
裁
か
れ
て
」
お
り
、
行
政
や
警
察
が
法
よ
り
重
視
さ
れ
、
被
疑
者
の
基
本
的
権
利
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
裁
判
所
は
、

こ
う
し
た
権
力
を
有
す
る
側
の
違
法
行
為
に
は
目
を
つ
ぶ
り
、
フ
ァ
シ
ス
ト
政
府
に
追
随
し
て
い
た
た
め
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
司
法

改
革
へ
の
熱
意
が
高
じ
た
の
も
当
然
と
考
え
ら
れ（

２４
）る。

さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
違
憲
の
法
律
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
関
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
が
裁
判
所
か
ら
何
の
抵
抗
も
受
け
ず
、
個
人
の
基
本
的
権
利
を
侵
害
し
た
状
況
に
鑑
み
て
、

共
産
党
第
五
回
党
大
会
（
一
九
四
五
年
一
二
月
―
一
九
四
六
年
一
月
）
で
憲
法
裁
判
所
設
置
へ
の
不
信
感
を
隠
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
第
三
者
機
関
に
よ
る
合
憲
性
の
判
断
に
固
執
し
た
。
憲
法
裁
判
所
設
置
反
対
は
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
が
実
質
審
議

前
に
示
し
た
数
少
な
い
明
確
な
意
見
表
明
の
一
つ
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
ほ
か
の
小
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に

ま
で
働
き
か
け
、
憲
法
裁
判
所
の
具
体
的
中
身
や
規
則
を
決
め
て
い
く
。
こ
れ
に
対
し
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
は
憲
法
委
員
会
で
、
憲
法
裁

判
所
が
民
主
的
議
会
の
上
に
お
か
れ
、
そ
の
構
成
員
が
選
挙
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
批
判
し
た
が
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
自
身
は
す
で
に

議
長
と
な
っ
て
お
り
、
も
は
や
討
議
に
参
入
で
き
な
か
っ
た
。
さ
り
な
が
ら
、
憲
法
裁
判
所
は
む
し
ろ
保
守
派
か
ら
の
支
持
を
受
け

て
可
決
さ
れ
（
憲
法
第
六
章
第
一
節
）、
少
数
派
擁
護
の
役
割
を
果
た
し
て
い
っ
た
。
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
の
反
憲
法
的
攻
勢

が
強
ま
る
と
、
左
派
に
と
っ
て
も
憲
法
裁
判
所
は
「
多
数
派
の
陶
片
追
放
」
を
抑
制
し
、
憲
法
の
実
現
を
う
な
が
す
重
要
な
制
度
的

保
障
と
な
っ
て
い
く
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
よ
う
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
大
半
を
自
由
喪
失
状
態
で
留
め
お
か
れ
た
者
に
と
っ
て
、
立

法
、
行
政
、
司
法
が
相
互
に
権
力
を
監
視
す
る
シ
ス
テ
ム
は
切
実
で
、
市
民
自
身
や
第
三
者
が
関
与
し
な
が
ら
、
い
か
に
し
て
個
人

の
諸
権
利
を
守
っ
て
い
く
か
が
、
喫
緊
の
課
題
と
な
っ（

２５
）た。

（
７
）Spriano,op.cit.,

vol.I,p.４６.Gianotti,op.cit.,pp.４１

―４２,５０,５５

―５６,６３,１５５.
コ
ラ
リ
ー
ツ
ィ
、
前
掲
書
、
八
八
―
九
二
頁
。
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（
８
）Spagnoli,op.cit.,

pp.１４３

―１４５.U
m
berto

T
erracini,A

l
bando

dal
Partito:Carteggio

clandestino
dall ’Isola

e
dall ’esilio,

１９３８

―４５,a
cura

diA
lessandro

Coletti

（M
ilano:La

Pietra,１９７６

）,p.１１４.
（
９
）Spagnoli,op.cit.,

p.１４３.M
erlini,op.cit.,５８０

―５８１.FIG,A
PC,Partito,Fondo

M
osca,D

irezione
V
erbali,Pacco２５／III

（１９４７

）,
１９４７／４／１８,１９４７／５／５,m

f.２７２.

（
１０
）Gianotti,op.cit.,pp.５９,６１

―６２,６８,７３.

コ
ラ
リ
ー
ツ
ィ
、
前
掲
書
、
九
〇
―
九
二
、
一
〇
二
―
一
〇
五
頁
。U

m
berto

T
erracini,In-

tervista
sulcom

unism
o
difficile,a

cura
diA
rturo

Gism
ondi

（Rom
a:Laterza,１９７８

）,pp.１６

―１７.Claudio
N
atoli,La

Terza
Inter-

nazionale
e
ilfascism

o,１９１９

―１９２３:Proletariato
difabbrica

e
reazione

industriale
nelprim

o
dopoguerra

（Rom
a:EditoriRi-

uniti,１９８２

）,pp.１６
―１７.

（
１１
）T

erracini,Intervista
sulcom

unism
o
difficile,p.７５.Chiara

Giorgi,La
sinistra

alla
Costituente:Per

una
storia

deldibattito
istituzionale

（Rom
a:Carocci,２００１

）,pp.７２

―７９.D
e
Grand,op.cit.,

pp.３６

―３７.Spriano,op.cit.,
vol.I,p.２２０.

（
１２
）Ibid.,pp.１５７

―１５８.N
atoli,op.cit.,

pp.１２８,１８９.Palm
iro
T
ogliatti,La

form
azione

delgruppo
dirigente

delPCI
nel１９２３

―２４

（
以
下T

ogliatti,La
form

azione
）（Rom

a:EditoriRiuniti,１９６２

）,p.２３.Franco
Livorsi,“

U
m
berto

T
erracinie

icom
unistinegli

annidelPatto
M
olotov-Ribbentrop,” in

A
gostietal.,op.cit.,

p.５５.

（
１３
）N

atoli,op.cit.,
p.１９０.

（
１４
）Spriano,op.cit.,
vol.I,p.１５８.

（
１５
）Ibid.,

pp.１８９

―１９０,２９６.Gianotti,op.cit.,
p.９５.

（
１６
）Ibid.,pp.９７,１５４.T

erracini,Intervista
sulcom

unism
o
difficile,

pp.５７

―５８,１４０.T
ogliatti,La

form
azione,p.１９０.D

elPont,op.
cit.,p.９８.Spriano,op.cit.,

vol.I,p.４４０.

（
１７
）
コ
ラ
リ
ー
ツ
ィ
、
前
掲
書
、
一
〇
四
―
一
一
六
頁
。Giorgi,op.cit.,

pp.７５

―７６.Spriano,op.cit.,vol.I,pp.３１０,３３７.Gianotti,op.cit.,
p.９９.T

ogliatti,La
form

azione,p.２６３.

（
１８
）Spriano,op.cit.,vol.I,pp.１４９,４１３,４６７

―４６８,５１２

―５１３.

と
く
に
以
下
の
論
者
は
、
マ
ッ
テ
オ
ッ
テ
ィ
危
機
前
後
か
ら
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
抵

抗
運
動
の
連
帯
に
向
け
、
民
主
主
義
を
最
優
先
に
す
る
と
い
う
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
思
想
的
転
換
が
始
ま
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。Livorsi,op.
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cit.,
pp.５５

―５６.
（
１９
）Gianotti,op.cit.,pp.１１３

―１１５.Giuseppe
Fiori,Vita

diA
ntonio

Gram
sci

（Rom
a:Laterza,１９６６

）,pp.２６９

―２７０.
（
２０
）Ibid,

pp.２６６,２７０.

（
２１
）Spriano,op.cit.,vol.I,p.５１３.T

erracini,Intervista
sulcom

unism
o
difficile,

p.７５.A
rchivio

Centrale
dello

Stato

（
以
下A

CS

）,
Casallario

Politico
Centrale,５０７１,T

erracini,U
m
berto.１９２８／９／２８,１９２８／１０／１２,１９２９／１／５,１９３２／５／１,１９３８／４／３０.A

CS,M
inistero

della
Grazia

e
Giustizia,D

ett.Pol.,B１９,F３３４,CD７３,１９２９／５／２５,１９２９／５／２８.

フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
初
期
か
ら
の
「
重
罪
人
」
は
、
流
刑
地

に
お
い
て
も
、
散
歩
さ
え
同
行
者
を
認
め
ら
れ
ず
、
隔
離
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
る
。Ibid.,１９３１／２／１１.

（
２２
）M

erlini,op.cit.,５８５.Spagnoli,op.cit.,p.１５３.

（
２３
）Fiori,op.cit.,p.２６６.T

he
N
ationalA

rchives,K
ew

（
以
下T

N
A

）,FO３７１／４３７９７,R１６１５１／１５／２２

（１９４４／１０／４

）.

（
２４
）M

erlini,op.cit.,５８６.Spagnoli,op.cit.,
pp.１５３

―１５４.Giorgi,op.cit.,p.８１.T
N
A
,FO

３７１／４３７９７,R１６１５１／１５／２２

（１９４４／１０／４

）.

（
２５
）Spagnoli,op.cit.,

pp.１４８
―１５２.Gianfranco

D’A
lessio

（a
cura

di

）,A
lle
originidella

Costituzione
italiana:Ilavoripreparatori

della“
Com

m
issione

per
studiattinentialla

riorganizzazione
dello

Stato
”

（Bologna:IlM
ulino,１９６９

）,pp.１８７,２０１.Palm
iro

T
ogliatti,Opere,vol.５:１９４４

―１９５５,a
cura

diErnesto
Ragionieri

（Rom
a:EditoriRiuniti,１９８４

）,pp.２０７,２５２.Luca
Baldissara,

“
T
ra
governo

e
opposizione,Ilruolo

delPCI
nella

costruzione
della

dem
ocrazia

in
Italia,” in

IlPCI
nell’Italia

repubblicana,
１９４３

―１９９１,a
cura

diRoberto
Gualtieri

（Rom
a:Carocci,２００１

）,p.１６２.

二

除
名
さ
れ
た
「
異
端
者
」

⑴

獄
中
で
の
自
律
と
追
放

社
共
両
党
の
再
統
一
を
頑
固
に
拒
否
し
て
い
た
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
、
獄
中
で
年
を
経
る
ご
と
に
、
む
し
ろ
保
守
層
と
さ
え
共
闘
す
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る
方
向
へ
転
換
し
て
い
っ
た
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
戦
争
の
不
正
義
、
社
会
の
不
公
正
に
憤
り
社
会
主
義
運

動
へ
身
を
投
じ
た
原
点
に
立
ち
返
れ
ば
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
独
裁
体
制
の
確
立
は
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
最
優
先
に
引
き
上
げ
さ
せ
た
と

推
測
で
き
る
。
な
か
ん
ず
く
、
彼
が
統
一
戦
線
を
論
外
と
し
て
い
た
時
代
の
社
会
党
は
、
体
制
側
に
妥
協
を
重
ね
、
明
確
な
理
念
に

基
づ
く
抵
抗
運
動
を
展
開
で
き
る
勢
力
に
見
え
な
か
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
も
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
強
固
な
抑
圧
体
制
の
基

盤
に
対
抗
す
べ
く
、
広
範
な
連
帯
を
提
唱
し
始
め
、
戦
後
の
制
憲
議
会
準
備
委
員
会
に
参
加
し
て
、
初
め
て
の
国
民
評
議
会
に
お
け

る
演
説
で
は
、
社
会
主
義
へ
の
言
及
さ
え
限
定
的
に
な
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
の
実
質
は
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
あ
る
と
し

て
、
自
由
と
民
主
主
義
が
進
歩
的
政
治
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
切
り
離
せ
な
い
と
語
っ
た
の
で
あ（

２６
）る。

一
方
、
グ
ラ
ム
シ
も
民
主
主
義
を
優

先
す
る
戦
略
へ
と
向
か
っ
て
い
た
が
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
場
合
、「
国
家
の
征
服
（Conquista

dello
Stato

）」
よ
り
、
規
範
や
制
度

を
通
し
て
「
国
家
を
改
革
す
る
（riform
are
lo
Stato

）」、
さ
ら
に
は
、
中
央
集
権
的
な
国
民
国
家
の
相
対
化
に
ま
で
視
野
が
拡
大

し
て
い
く
。
こ
の
発
想
が
、
憲
法
に
基
づ
く
民
主
主
義
こ
そ
、
社
会
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
す
る
と
い
う
戦
後
体
制
の
根
本
理
念
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
っ（

２７
）た。

民
主
主
義
が
戦
略
で
は
な
く
目
標
に
な
る
と
い
う
思
想
上
の
転
機
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
政
治
的
人
間
と
し
て
は
マ
イ
ナ
ス
な
は

ず
の
獄
中
期
に
訪
れ
た
。
か
え
っ
て
自
由
の
完
全
な
喪
失
が
、
共
産
党
発
足
時
か
ら
続
い
て
い
た
路
線
対
立
の
図
式
を
超
越
さ
せ
、

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
思
想
を
深
化
さ
せ
た
側
面
も
あ
る
。
一
方
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
自
律
的
討
議
に
固
執
す
る
姿
勢
は
、
常
に
正
し
い

結
論
を
導
き
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
幽
閉
状
態
で
党
か
ら
も
除
名
さ
れ
、
最
悪
の
道
筋
を
た
ど
っ
た
。
し
か
し
彼

自
身
は
、
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
反
主
流
派
の
除
名
に
は
、
ほ
と
ん
ど
積
極
的
に
与
し
な
か
っ
た
。
粛
清
と
弾
圧
が
荒

れ
狂
っ
た
内
憂
外
患
の
時
代
に
、
寛
容
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
の
意
志
を
曲
げ
な
い
態
度
は
、
自
身
が
批
判
し
た
「
異
端
派
」
か
ら
学

ぶ
境
地
に
さ
え
到
達
さ
せ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
流
刑
地
の
ヴ
ェ
ン
ト
テ
ー
ネ
島
で
一
緒
に
な
り
、
ほ
ど
な
く
離
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党
す
る
ア
ル
テ
ィ
エ
ー
ロ
・
ス
ピ
ネ
ッ
リ
（A

ltiero
Spinelli

）
と
の
微
妙
な
関
係
は
注
目
に
値
す
る
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
当
初
、

ス
ピ
ネ
ッ
リ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
主
義
を
、
社
会
的
計
画
の
要
請
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
容
易
に
反
共
主
義
へ
転
化
さ
れ
る

と
、
一
旦
は
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
連
邦
の
思
想
が
い
か
に
高
尚
で
あ
ろ
う
と
、
経
済
的
見
地
か
ら
社
会
変
革
を
国
内
に
お
い
て
も

貫
徹
さ
せ
な
い
限
り
、
単
な
る
理
論
に
留
ま
る
だ
ろ
う
と
指
摘
し（

２８
）た。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
資
本
主
義
に
お
け
る
不
均
等
発
展
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
主
義
批
判
に
延
用
し
て
、
社
会
問
題

の
解
決
と
経
済
的
条
件
の
平
等
化
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
政
治
的
理
想
主
義
は
不
毛
で
あ
る
と
一
蹴
し
た
印
象
を
与
え
る
。
と
こ
ろ

が
、
一
九
四
一
年
か
ら
一
九
四
二
年
に
彼
が
獄
中
で
執
筆
し
た
綱
領
草
案
に
は
、「
戦
後
に
な
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
は
重
要
性
を
失
う
。
国
際
的
性
格
を
有
す
る
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
展
は
、
主
権
と
独
立
に
基
礎
を
お
く
国
民
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
超
え
る
」
と
い
う
記
述
が
現
わ
れ
て
く（

２９
）る。

こ
れ
は
、
ス
ピ
ネ
ッ
リ
が
離
党
後
に
合
流
し
た
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ロ
ッ
シ

（Ernesto
Rossi

）
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
主
義
者
の
、
一
九
四
四
年
五
月
に
起
草
し
た
「
ヴ
ェ
ン
ト
テ
ー
ネ
宣
言
」
に
通
じ
る
議
論

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
警
察
の
ス
パ
イ
が
入
っ
て
く
る
の
を
恐
れ
て
閉
鎖
的
に
な
っ
て
い
た
共
産
党
と
異
な
り
、
ほ
か
の
グ
ル
ー
プ

に
対
し
て
開
放
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
流
刑
地
で
も
多
く
の
共
産
党
員
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
主
義
者
の
運
営
す
る
食
堂
に
出
入

り
し
て
い
た
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
も
、
党
か
ら
離
れ
た
ス
ピ
ネ
ッ
リ
と
の
友
人
関
係
を
継
続
し
た
た
め
、
ヴ
ェ
ン
ト
テ
ー
ネ
島
の
党
員

と
「
反
共
」
分
子
と
の
交
流
を
苦
々
し
く
思
う
共
産
党
指
導
部
は
、
無
規
律
な
行
動
と
し
て
処
分
を
検
討
す
る
よ
う
に
な（

３０
）る。

共
産
党
の
中
央
集
権
主
義
は
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
に
無
縁
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
地
域
自
治
を
め
ぐ
る
彼
の
態
度
も
、
最
初
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
主
義
へ
の
拒
絶
に
近
い
対
応
と
類
似
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
戦
前
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
偏
狭

な
郷
土
愛
や
地
域
主
義
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
南
部
主
義
を
唱
え
た
グ
ラ
ム
シ
で
さ
え
、
行
政
の
地
方
分
権
と
地
域
の
自
律
性
を
強

調
し
つ
つ
も
、
共
産
党
に
よ
る
政
治
的
集
中
を
信
じ
、
連
邦
よ
り
統
一
を
重
視
し
て
い
る
。
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
も
、
前
述
し
た
憲
法
裁
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判
所
批
判
を
展
開
し
た
第
五
回
党
大
会
で
、
連
邦
主
義
に
反
対
し
、
イ
タ
リ
ア
が
一
つ
の
中
央
集
権
的
な
統
一
国
家
と
し
て
政
治
的

に
組
織
さ
れ
る
必
要
を
説
い
た
。
し
か
し
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
制
憲
議
会
で
社
会
全
体
の
現
状
が
明
ら
か
と
な
る
に
つ
れ
、
自
分
た

ち
が
抽
象
的
な
経
済
決
定
論
ば
か
り
に
目
を
向
け
、
市
民
個
々
人
の
生
活
に
配
慮
の
足
り
な
か
っ
た
点
を
自
己
批
判
し
始
め
る
。
ま

た
、
抵
抗
活
動
の
過
程
で
連
邦
主
義
的
自
治
要
求
は
、
各
方
面
か
ら
再
燃
し
、
ス
ピ
ネ
ッ
リ
や
ロ
ッ
シ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
運
動
、

ル
イ
ー
ジ
・
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
（LuigiEinaudi

）
な
ど
の
保
守
に
属
す
る
連
邦
・
自
治
思
想
を
ふ
く
め
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
取
り
入

れ
た
発
想
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
。
と
く
に
知
事
任
命
制
が
、
中
央
集
権
国
家
の
支
配
を
強
め
、
地
域
に
お
け
る
行
政
・
政
治
・
経
済

の
主
体
性
を
奪
っ
て
い
る
と
い
う
論
点
は
、
彼
の
大
学
時
代
か
ら
の
知
己
で
あ
る
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
か
ら
学
ん
で
い
る
。
事
実
、
テ
ッ

ラ
チ
ー
ニ
は
、
憲
法
制
定
期
に
は
政
党
を
横
断
し
て
、
多
様
な
市
民
社
会
が
権
威
主
義
的
制
度
と
対
峙
す
る
自
治
の
あ
り
方
を
模
索

し
て
い（

３１
）く。

他
方
、
保
守
系
の
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
も
、
州
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
下
か
ら
の
民
主
主
義
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ま
し
て
、
地
方
自
治
へ
の
市
民
参
加
に
期
待
す
る
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
な
っ
て
も
、
官
僚
主
義
化
し
た
中
央
集
権

的
国
家
機
構
が
、
既
得
権
享
受
層
を
駆
使
し
、
穏
健
な
刷
新
に
さ
え
敵
対
し
て
い
る
と
、
追
及
の
手
を
緩
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼

は
、
戦
前
の
地
方
に
お
け
る
ボ
ス
支
配
を
鑑
み
て
、
逆
に
自
治
体
が
排
他
的
権
限
を
も
っ
た
場
合
の
問
題
も
意
識
し
、
州
に
よ
る
立

法
権
の
範
囲
を
制
限
す
る
（
憲
法
第
一
一
七
条
）
動
き
も
支
持
し
て
い
く
。
つ
ま
り
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
権
力
を
抑
制
す
る
チ
ェ
ッ

ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
に
こ
だ
わ
り
、
特
定
の
個
人
が
政
治
機
構
の
中
で
、
圧
倒
的
な
権
力
を
保
持
す
る
状
況
に
警
戒
的
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
大
統
領
、
首
相
、
知
事
を
ふ
く
む
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
へ
お
よ
び
、
権
限
に
一
定
の
枠
を
設
け
る
点
で
一
貫
し
て
い
る
。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
憲
法
の
審
議
を
め
ぐ
り
、
首
相
の
役
割
規
定
（
憲
法
第
九
五
条
第
一
項
）
に
つ
い
て
言
及
し
た
最
初
の
一
人
で
あ

り
、
大
統
領
の
直
接
公
選
制
に
も
反
対
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
民
主
主
義
の
実
質
が
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
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憲
法
こ
そ
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
と
の
断
絶
を
明
確
に
す
る
根
幹
で
あ
り
、
独
裁
、
強
権
に
つ
な
が
る
諸
要
因
を
抑
制
す
る
基
盤
と
な
っ

た
か
ら
で
あ
ろ（

３２
）う。

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
闘
い
に
加
え
て
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
直
面
し
た
の
は
、
党
内
で
の
路
線
対
立
に
端
を
発
し
た
自
身
の
政
治
的
孤

立
で
あ
っ
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
七
回
大
会
（
一
九
三
五
年
七
月
―
八
月
）
は
人
民
戦
線
戦
術
を
採
択
し
た
が
、
イ
タ
リ
ア
共
産
党

は
、
社
会
民
主
主
義
さ
え
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
同
一
視
し
た
従
来
の
方
針
が
抜
本
的
に
変
わ
っ
た
と
受
け
と
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の

路
線
に
関
す
る
自
己
批
判
も
な
く
、
党
内
は
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
粛
清
の
影
響
を
受
け
、
異
端
狩
り
の
雰
囲
気
が
強
ま
っ
て
い
く
。

さ
ら
に
一
九
三
九
年
八
月
の
独
ソ
不
可
侵
条
約
が
締
結
さ
れ
る
や
、
各
国
共
産
党
は
人
民
戦
線
戦
術
す
ら
放
棄
し
た
事
実
を
等
閑
視

し
て
、
硬
直
的
あ
る
い
は
受
動
的
な
承
認
へ
と
再
度
舵
を
切
っ
た
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
西
欧
諸
国
が
ヒ
ト
ラ
ー
（A

dolfH
itler

）

を
東
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
す
る
画
策
へ
の
対
抗
措
置
と
し
て
な
ら
、
独
ソ
不
可
侵
条
約
に
一
定
の
理
解
も
示
し
た
が
、
そ
れ
を
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
教
義
と
し
て
信
奉
す
る
こ
と
は
拒
否
し
た
。
す
な
わ
ち
、
西
欧
と
ド
イ
ツ
の
間
で
等
距
離
を
と
る
緊
急
避
難
の
意
味
を

越
え
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
を
よ
り
悪
し
き
敵
と
位
置
づ
け
る
姿
勢
に
は
、
一
線
を
画
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ミ
ン
テ

ル
ン
や
ソ
連
へ
の
従
属
を
深
め
て
い
た
党
幹
部
は
、
人
民
戦
線
を
自
由
と
民
主
主
義
の
勝
利
に
寄
与
す
る
有
効
な
戦
術
と
判
断
し
た

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
へ
の
攻
撃
に
腐
心
し
始
め（

３３
）る。

逆
説
的
な
が
ら
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
除
名
に
ま
で
追
い
込
む
策
動
は
、
人
民
戦
線
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
で
内
戦
を
戦
っ
た
国
際
旅
団

に
所
属
す
る
ル
イ
ー
ジ
・
ロ
ン
ゴ
（LuigiLongo

）
が
、
ほ
か
の
旅
団
参
加
党
員
と
と
も
に
、
ヴ
ェ
ン
ト
テ
ー
ネ
島
へ
一
九
四
二
年

に
移
送
さ
れ
て
き
た
頃
か
ら
決
定
的
と
な
る
。
ロ
ン
ゴ
は
、
戦
後
に
お
い
て
も
パ
ル
チ
ザ
ン
の
神
話
を
象
徴
す
る
人
物
と
な
っ
た
よ

う
に
、
到
着
後
、
程
な
く
島
内
の
共
産
党
リ
ー
ダ
ー
を
任
じ
て
い
く
。
し
か
し
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
人
民
戦
線
戦
術
の
実
践
は
、

同
陣
営
内
に
お
け
る
「
異
端
派
」
の
粛
清
な
ど
過
酷
な
痕
跡
を
残
し
て
お
り
、
そ
の
不
寛
容
さ
が
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
襲
っ
た
。
ロ
ン
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ゴ
は
、
自
分
た
ち
の
権
威
に
従
わ
な
い
態
度
を
明
ら
さ
ま
な
排
除
理
由
と
し
て
、
ソ
連
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
従
順
で
な
い
テ
ッ
ラ

チ
ー
ニ
を
一
九
四
三
年
一
月
に
除
名
し
た
。
除
名
に
積
極
的
で
あ
っ
た
ロ
ン
ゴ
と
ピ
エ
ト
ロ
・
セ
ッ
キ
ア
（Pietro

Secchia

）
は
、

タ
ス
カ
の
除
名
に
も
関
わ
っ
て
お
り
、
路
線
を
め
ぐ
る
自
己
主
張
以
上
に
、
権
力
追
求
の
色
彩
が
濃
か
っ
た
と
い
え
よ（

３４
）う。
テ
ッ
ラ

チ
ー
ニ
は
、「
自
分
を
培
っ
て
き
た
最
後
の
根
で
あ
る
理
想
的
連
帯
を
守
り
…
…
自
ら
信
じ
る
党
と
の
直
接
対
話
を
倦
ま
ず
に
試
み

た
」
が
無
駄
で
あ
っ（

３５
）た。

ロ
ン
ゴ
と
セ
ッ
キ
ア
は
、
党
指
導
部
へ
送
っ
た
一
九
四
三
年
一
二
月
の
手
紙
で
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
書
い

た
数
百
頁
の
弁
明
書
を
小
説
に
す
ぎ
ぬ
と
一
蹴
し
、
資
料
と
し
て
送
付
す
る
暇
も
意
志
も
な
い
と
書
き
記
し
て
い
る
。
結
局
、
テ
ッ

ラ
チ
ー
ニ
は
党
と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
対
し
て
「
犯
し
て
き
た
誤
ち
」
を
自
己
批
判
し
、
ヴ
ェ
ン
ト
テ
ー
ネ
島
の
党
指
導
者
に
行
な
っ

た
「
誹
謗
、
中
傷
を
撤
回
」
し
な
い
限
り
復
党
は
認
め
ら
れ
な
い
と
、
一
九
四
四
年
八
月
に
な
っ
て
も
党
指
導
部
は
断
じ
て
い（

３６
）る。

対
話
を
重
ん
じ
た
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
も
、
一
九
三
三
年
以
来
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
除
名
に
固
執
し
て
い
た
セ
ッ
キ
ア
と
獄
中
で
同
室

に
な
っ
た
際
は
、
一
年
以
上
、
言
葉
ど
こ
ろ
か
挨
拶
さ
え
交
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
さ
り
な
が
ら
、
何
故
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
タ
ス

カ
や
ス
ピ
ネ
ッ
リ
の
よ
う
に
自
ら
離
党
を
選
択
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
イ
タ
リ
ア
共
産
党
の
創
設
者
と
し
て
の
責
任
意
識
と
、

強
大
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
と
闘
う
た
め
に
は
、
一
人
で
な
く
組
織
と
し
て
の
抵
抗
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
判
断
こ
そ
、
彼
の
踏
み
留

ま
っ
た
最
大
の
要
因
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
期
せ
ず
し
て
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
同
じ
道
を
た
ど
っ
た
同
志
も
存
在
し
た
。
カ
ミ
ッ
ラ
・

ラ
ヴ
ェ
ー
ラ
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
七
回
大
会
を
ふ
く
む
人
民
戦
線
戦
術
へ
の
路
線
転
換
に
参
画
し
て
お
り
、
独
ソ
不
可
侵
条
約
の

賛
成
者
を
批
判
し
た
が
、
独
ソ
戦
の
開
始
で
彼
女
の
意
見
が
正
し
か
っ
た
と
証
明
さ
れ
た
後
も
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
同
様
、
ラ
ヴ
ェ
ー

ラ
は
攻
撃
さ
れ
て
い
っ
た
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
除
名
が
手
続
き
的
に
も
有
効
で
な
い
と
述
べ
た
た
め
、
ラ
ヴ
ェ
ー
ラ
は
除
名
さ
れ
、

ヴ
ェ
ン
ト
テ
ー
ネ
島
に
お
け
る
彼
の
数
少
な
い
友
人
と
な
っ
て
い（

３７
）く。

彼
女
と
詩
を
語
り
合
う
芸
術
家
肌
の
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
も
、
自

身
が
「
孤
高
の
思
想
家
」
に
な
り
た
い
と
望
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
イ
ン
テ
リ
が
物
事
の
解
釈
に
こ
だ
わ
る
と
す
れ
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ば
、
政
治
的
人
間
は
現
実
の
変
革
を
志
向
す
る
と
指
摘
し
つ
つ
、
後
者
を
選
ぶ
彼
は
、
組
織
的
力
が
自
分
の
思
想
を
有
効
な
行
動
へ

と
転
化
さ
せ
ら
れ
る
と
確
信
し
て
い（

３８
）た。

⑵

オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
総
書
記

一
九
四
三
年
七
月
に
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
で
逮
捕
さ
れ
る
と
、
八
月
の
初
旬
に
は
流
刑
者
た
ち
の
ヴ
ェ
ン
ト
テ
ー

ネ
島
か
ら
の
帰
還
が
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
最
初
に
戻
っ
た
島
内
の
共
産
党
指
導
部
が
除
名
さ
れ
た
者
に
近
づ
く
こ
と
を
禁
じ
た
た

め
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
ラ
ヴ
ェ
ー
ラ
は
、
ほ
か
の
党
員
か
ら
警
戒
の
対
象
と
な
り
、
無
視
さ
れ
続
け
る
。
上
陸
時
に
出
迎
え
も
な
い

ま
ま
、
二
人
は
自
力
で
北
部
の
親
族
を
頼
っ
て
避
難
所
を
捜
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
北
イ
タ

リ
ア
に
お
け
る
ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
狩
り
に
も
遭
遇
し
ス
イ
ス
へ
逃
れ
、
解
放
と
は
程
遠
い
状
態
で
あ
っ
た
。
セ
ッ
キ
ア
を
始
め
と

す
る
中
北
部
共
産
党
指
導
層
は
、
党
再
建
の
主
導
権
争
い
も
あ
り
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
党
組
織
と
の
接
触
を
厳
格
に
制
限
し
て
い
く
。

む
し
ろ
彼
に
救
い
の
手
を
差
し
の
べ
た
の
は
、
脱
出
先
の
ス
イ
ス
労
働
党
（
旧
共
産
党
）
で
あ
り
、
社
会
党
時
代
か
ら
の
友
人
た
ち

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
本
来
な
ら
一
九
四
四
年
四
月
に
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
が
提
唱
し
た
国
民
統
一
政
府
（「
サ
レ
ル
ノ
の
転
回
」）
は
、

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
獄
中
期
よ
り
主
張
し
て
い
た
、
保
守
層
と
も
協
力
す
る
と
い
う
路
線
へ
の
転
換
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、

党
中
央
の
大
半
は
、
自
分
た
ち
の
過
去
の
立
場
を
放
棄
せ
ず
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
よ
う
な
自
律
的
行
動
を
と
る
党
員
に
対
し
て
、
不

寛
容
な
態
度
を
改
め
な
か
っ
た
。
し
び
れ
を
切
ら
し
た
彼
は
一
九
四
四
年
九
月
、
ピ
エ
モ
ン
テ
州
ス
イ
ス
国
境
地
域
の
オ
ッ
ソ
ラ
渓

谷
に
成
立
し
た
パ
ル
チ
ザ
ン
解
放
区
へ
赴
く
決
断
を
す（

３９
）る。

誕
生
し
た
ば
か
り
の
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
で
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
に
活
躍
の
場
を
提
供
し
た
の
は
、
社
会
主
義
青
年
同
盟
時
代
の
友
人
で
、

高
名
な
医
師
な
が
ら
故
郷
の
病
院
に
勤
務
し
た
後
、
同
じ
く
ス
イ
ス
へ
逃
れ
て
い
た
エ
ッ
ト
ー
レ
・
テ
ィ
バ
ル
デ
ィ
（Ettore
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T
ibaldi

）
で
あ
っ（

４０
）た。

オ
ッ
ソ
ラ
臨
時
政
府
首
相
と
な
っ
た
テ
ィ
バ
ル
デ
ィ
は
、「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
社
会
主
義
者
」
で
、
共
産
党

の
「
異
端
者
」
と
い
う
評
価
な
ど
気
に
せ
ず
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
政
府
の
総
書
記
に
抜
擢
し
た
。
二
人
は
と
も
に
「
皮
肉
好
み
の
、

貴
族
的
な
距
離
感
覚
」
を
共
有
し
て
い
た
が
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
「
識
別
・
定
義
の
天
才
」
と
し
て
明
晰
で
鋭
い
判
断
を
提
供
し

テ
ィ
バ
ル
デ
ィ
の
右
腕
と
な
り
、
テ
ィ
バ
ル
デ
ィ
は
好
感
度
の
高
さ
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
発
揮
し
て
い（

４１
）く。

テ
ッ
ラ

チ
ー
ニ
は
政
治
的
な
仲
介
者
と
し
て
、
法
文
書
の
草
稿
を
作
り
、
政
治
・
経
済
組
織
を
通
じ
、
行
政
府
と
住
民
の
関
係
を
よ
り
親
密

か
つ
協
力
的
な
も
の
に
す
べ
く
活
動
し
た
。
彼
は
細
心
の
書
記
と
な
り
、
行
政
府
の
議
事
録
か
ら
、
市
民
生
活
に
直
結
す
る
も
の
、

軍
司
令
部
の
情
報
を
選
び
出
し
、
週
約
三
回
官
報
を
発
行
す
る
。
こ
の
官
報
は
レ
ト
リ
ッ
ク
を
廃
し
、
法
を
わ
き
ま
え
た
も
の
と

な
っ
た
が
、
わ
ず
か
四
〇
日
弱
の
共
和
国
期
間
中
、
発
刊
数
も
一
六
号
を
数
え
た
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
情
報
公
開
に
情
熱
を
傾
け
た

だ
け
で
な
く
、
ペ
ー
パ
ー
ワ
ー
ク
、
官
僚
主
義
を
避
け
、
自
治
体
職
員
の
主
体
的
活
動
を
奨
励
し
て
い（

４２
）く。

こ
れ
は
国
家
官
僚
か
ら

党
官
僚
に
至
る
ま
で
、
上
意
下
達
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
彼
の
不
信
感
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
り
な
が
ら
、
彼
の

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
緻
密
さ
は
、
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
が
ほ
か
の
パ
ル
チ
ザ
ン
解
放
区
に
比
べ
、
著
し
く
活
発
な
政
治
的
取
り

組
み
を
行
な
っ
て
い
く
誘
引
力
と
な
っ
た
。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
携
わ
っ
た
仕
事
は
、
外
出
禁
止
令
か
ら
物
価
ま
で
、
必
需
品
の
配
給
か
ら
議
会
再
建
ま
で
、
戦
没
兵
士
の
名
誉

に
関
す
る
問
題
か
ら
パ
ル
チ
ザ
ン
の
組
織
化
ま
で
、
多
岐
に
わ
た
っ
た
が
、
市
民
の
自
発
性
を
尊
重
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
福
祉

担
当
に
は
イ
タ
リ
ア
近
代
史
上
、
初
の
女
性
閣
僚
と
し
て
共
産
党
の
ジ
ゼ
ッ
ラ
・
フ
ロ
レ
ア
ニ
ー
ニ
（Gisella

Floreanini

）
が
任
命

さ
れ
た
が
、
同
時
に
女
性
た
ち
の
政
治
へ
の
実
質
的
参
加
は
広
汎
な
分
野
で
う
な
が
さ
れ
た
。
母
親
た
ち
は
子
供
を
ス
イ
ス
へ
送
る

か
話
し
合
い
、
婦
人
た
ち
は
価
格
を
統
制
し
、
支
援
食
料
の
分
配
を
決
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
市
民
は
徴
発
を
管
理
し
、
労
働
者
自

身
が
新
た
な
労
働
契
約
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
夜
に
は
ホ
テ
ル
を
会
場
と
し
て
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
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員
が
議
論
を
闘
わ
せ
た
り
、
休
日
に
は
広
場
で
演
説
会
が
行
な
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
多
様
な
勢
力
の
協
調
に
よ
り
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国

が
維
持
さ
れ
て
い
る
状
況
を
自
覚
す
る
行
政
府
は
、
党
派
間
の
合
意
が
困
難
な
政
治
課
題
に
つ
い
て
は
、
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
ま
で

根
本
的
な
解
決
を
延
期
す
る
と
表
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
行
政
が
立
法
を
無
視
せ
ず
、
新
し
い
民
主
主
義
の
建
設
を
最
重
視
す
る
と

い
う
ア
ピ
ー
ル
で
も
あ
っ（

４３
）た。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
体
験
し
た
こ
の
理
想
郷
は
、
獄
中
に
お
け
る
思
想
の
変
遷
を
新
憲
法
制
定
へ
と
有

機
的
に
結
び
つ
け
る
契
機
と
な
っ
て
い
く
。
実
際
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
は
、
市
民
の
主
体
性
と
地
域
自
治
の
実
験
場
と
な
っ
た
し
、
彼

も
住
民
の
自
然
発
生
的
諸
活
動
か
ら
多
く
の
実
践
形
態
を
学
ん
で
い
っ
た
。

ほ
か
の
パ
ル
チ
ザ
ン
解
放
区
と
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
の
最
大
の
違
い
は
、
ピ
エ
モ
ン
テ
州
を
見
て
も
、
多
く
の
解
放
区
が
戦
争
の
遂

行
に
力
点
を
お
く
一
方
で
、
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
の
場
合
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
後
の
社
会
を
い
か
に
作
っ
て
い
く
か
へ
の
関
心
が
強
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
ほ
か
の
解
放
区
で
も
、
代
表
の
選
出
や
市
民
参
加
に
よ
る
自
主
組
織
の
形
成
は
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
即
決
裁
判
な

ど
フ
ァ
シ
ス
ト
に
対
す
る
憎
悪
か
ら
来
る
超
法
規
的
暴
力
の
発
生
は
著
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
に
お
い
て
は
、
成

立
し
た
ば
か
り
の
数
日
間
を
の
ぞ
き
、
報
復
行
為
も
限
定
的
で
あ
っ
た
の
は
特
筆
に
値
す
る
。
ま
た
、
解
放
が
た
だ
ち
に
、
外
か
ら

の
政
治
宣
伝
と
党
派
間
対
立
を
招
き
寄
せ
る
現
象
も
、
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
の
臨
時
政
府
内
で
は
比
較
相
対
的
に
少
な
か
っ
た
。
さ
ら

に
、
ほ
か
の
解
放
区
で
は
物
資
配
給
が
政
策
の
中
心
を
占
め
る
情
勢
下
で
、「
オ
ッ
ソ
ラ
学
校
憲
章
」
ま
で
発
布
し
て
教
育
理
念
を

唱
え
、
公
開
市
民
講
座
さ
え
実
施
し
た
の
は
稀
有
な
例
と
い
え
よ（

４４
）う。

オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
が
、
こ
こ
ま
で
自
律
的
な
民
主
主
義
の
特
徴
を
際
立
た
せ
、
か
つ
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
へ
活
躍
の
舞
台
を
供
給
で
き

た
要
因
に
は
、
以
下
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
ス
イ
ス
国
境
に
近
く
、
開
放
性
が
高
か
っ
た
う
え
、
ド
イ
ツ
軍
支
配
地
域

に
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
、
ミ
ラ
ノ
や
ト
リ
ノ
の
パ
ル
チ
ザ
ン
指
導
部
か
ら
直
接
指
令
を
受
け
る
局
面
が
少
な
か
っ
た
点
を
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
れ
故
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
排
斥
を
策
動
し
て
い
た
中
北
部
共
産
党
幹
部
も
、
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
へ
直
接
影
響
を
及
ぼ
し
に
く
か
っ
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た
。
第
二
に
、
パ
ル
チ
ザ
ン
の
軍
事
組
織
自
体
も
、
保
守
系
の
軍
人
出
身
者
、
政
治
的
に
は
中
立
な
共
和
主
義
者
を
そ
れ
ぞ
れ
指
揮

官
に
も
つ
部
隊
と
共
産
党
系
の
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
旅
団
と
い
っ
た
複
雑
な
構
成
で
、
相
互
の
合
意
形
成
が
不
可
欠
に
な
っ
て
い
た
。
し

か
も
、
同
地
域
に
お
け
る
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
旅
団
の
有
名
な
指
揮
官
チ
ー
ノ
・
モ
ス
カ
テ
ッ
リ
（Cino

M
oscatelli

）
は
、
か
つ
て

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
同
じ
監
獄
に
囚
わ
れ
て
お
り
、
盟
友
関
係
に
あ
っ
た
。
第
三
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
崩
壊
後
の
イ
タ
リ
ア
人
自
身

に
よ
る
統
治
の
モ
デ
ル
・
ケ
ー
ス
と
し
て
国
際
的
注
目
を
集
め
、
世
界
各
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
を
訪
れ
て
い

た
点
も
有
利
に
働
い
た
。
無
論
、
多
く
の
人
々
が
外
か
ら
流
れ
込
ん
で
い
た
た
め
、
住
民
と
の
摩
擦
は
生
じ
や
す
く
、
反
フ
ァ
シ
ズ

ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
熟
知
し
て
い
る
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
よ
う
な
人
物
が
、
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
枢
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と

推
測
で
き
る
。
ま
た
、
英
米
連
合
軍
が
反
共
主
義
の
保
守
系
部
隊
に
の
み
、
軍
事
物
資
の
空
輸
投
下
を
実
施
す
る
な
ど
の
問
題
も
あ

り
、
自
立
性
の
高
か
っ
た
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
で
さ
え
、
政
治
干
渉
と
党
派
対
立
の
民
主
的
克
服
は
優
先
事
項
と
認
識
さ
れ（

４５
）た。

共
産
党
に
と
っ
て
も
、
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
の
意
味
は
多
義
的
で
あ
っ
た
。
ピ
エ
モ
ン
テ
州
の
チ
ー
ノ
・
モ
ス
カ
テ
ッ
リ
率
い
る
ガ

リ
バ
ル
デ
ィ
旅
団
は
精
強
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
政
治
的
に
は
党
の
方
針
に
沿
っ
て
い
る
の
か
、
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
。
奇

し
く
も
イ
ギ
リ
ス
側
の
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
旅
団
に
関
す
る
評
価
も
同
様
で
、
兵
士
の
政
治
的
無
関
心
を
理
由
に
、
政
治
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル

が
派
遣
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
党
指
導
部
は
、
モ
ス
カ
テ
ッ
リ
と
ソ
連
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
宣
伝
し
た
が
、
彼
自
身

は
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
の
獄
中
体
験
に
よ
り
、
固
い
友
情
で
結
ば
れ
て
い
た
。
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
に
お
け
る
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
旅
団
の
パ

レ
ー
ド
で
は
、
共
産
党
員
が
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
遠
ま
き
に
し
て
避
け
て
い
た
の
を
、
チ
ー
ノ
は
彼
に
近
づ
き
抱
擁
す
る
。
テ
ッ
ラ

チ
ー
ニ
を
よ
く
知
る
苦
楽
を
と
も
に
し
た
人
々
は
、
彼
と
祝
盃
を
あ
げ
、
若
か
っ
た
フ
ロ
レ
ア
ニ
ー
ニ
も
古
い
政
治
的
し
が
ら
み
が

少
な
く
、
彼
を
排
除
し
な
か
っ
た
。
戦
前
か
ら
の
党
幹
部
は
規
律
の
名
の
も
と
に
介
入
し
た
が
、
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
の
政
策
は
穏
健

で
、
む
し
ろ
「
サ
レ
ル
ノ
の
転
回
」
に
沿
っ
て
い
た
。
旧
来
の
硬
直
し
た
領
袖
や
党
官
僚
を
よ
そ
に
、
戦
後
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
を
助
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け
る
専
門
家
集
団
に
は
、
モ
ス
カ
テ
ッ
リ
、
フ
ロ
レ
ア
ニ
ー
ニ
も
参
加
す
る
こ
と
に
な（

４６
）る。

加
え
て
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
が
破
壊
し
た
法
治
主
義
を
再
構
築
す
る
と
い
う
文
脈
で
、
重
要
な
模
範
を
提
示

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
立
法
と
法
運
用
を
根
源
的
に
否
定
し
、
民
主
的
原
理
、
す
な
わ
ち
人
権
と
公
正
の
普
遍
原
則

を
確
立
す
る
た
め
、
自
ら
の
権
力
自
体
も
厳
し
く
律
し
た
点
に
あ
る
。
ま
ず
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
追
放
と
逮
捕
に
つ
い
て
、
各
政
党
の

代
表
が
市
民
を
選
び
、
追
放
委
員
会
を
創
設
し
、
行
政
府
へ
提
案
を
行
な
い
、
警
察
の
一
方
的
な
逮
捕
に
は
制
約
が
課
せ
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
法
律
顧
問
、
臨
時
裁
判
官
と
し
て
社
会
党
系
弁
護
士
エ
ツ
ィ
オ
・
ヴ
ィ
ゴ
レ
ッ
リ
（Ezio

V
igorelli

）
が
起
用
さ
れ
、

フ
ァ
シ
ス
ト
、
対
独
協
力
者
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
者
も
、
パ
ル
チ
ザ
ン
、
住
民
に
直
接
害
を
与
え
そ
う
な
ケ
ー
ス
を
の
ぞ
き
拘
束

さ
れ
な
く
な
る
。
逮
捕
さ
れ
た
場
合
で
も
、
そ
の
家
族
に
は
食
料
が
保
障
さ
れ
、
街
の
非
人
道
的
な
監
獄
に
代
わ
っ
て
設
置
さ
れ
た

収
容
所
で
は
、
ま
と
も
な
食
事
が
提
供
さ
れ
、
病
人
に
は
特
別
食
さ
え
用
意
さ
れ
た
。
こ
れ
は
フ
ァ
シ
ス
ト
と
は
異
な
る
、
人
格
の

尊
厳
を
重
ん
じ
た
処
遇
で
あ
っ
た
が
、
容
疑
者
を
好
遇
す
る
対
応
に
は
パ
ル
チ
ザ
ン
兵
士
か
ら
も
批
判
が
集
中
し
た
。
し
か
し
、

ヴ
ィ
ゴ
レ
ッ
リ
自
身
、
一
九
四
四
年
六
月
に
は
ナ
チ
・
フ
ァ
シ
ス
ト
に
二
人
の
息
子
を
殺
害
さ
れ
て
お
り
、
報
復
や
ス
パ
イ
の
処
刑

を
主
張
す
る
人
々
も
、
彼
の
前
で
は
沈
黙
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
被
害
を
受
け
た
住
民
以
外
の
人
々
が
流
入
し
、
国
際
的

に
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
即
決
裁
判
な
ど
の
過
激
な
措
置
へ
の
歯
止
め
に
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
結
局
、
逮
捕
者
は
一
人
も

処
刑
さ
れ
ず
、
収
容
所
の
中
で
は
反
フ
ァ
シ
ス
ト
に
転
じ
る
者
さ
え
現
わ
れ
て
い
っ（

４７
）た。
こ
う
し
た
極
限
状
況
に
お
い
て
な
お
、
公

正
と
寛
容
さ
が
追
求
さ
れ
た
の
を
目
撃
し
て
、
戦
後
の
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
刑
罰
よ
り
、
更
生
に
強
い
力
点
を
お
く
方
向
へ
進
ん
で

い
っ
た
と
推
察
で
き
る
。

英
米
軍
は
、
こ
の
「
左
翼
」
が
主
導
す
る
共
和
国
を
見
捨
て
、
一
九
四
四
年
一
〇
月
、
ド
イ
ツ
軍
は
一
斉
攻
撃
を
開
始
し
、
重
砲

も
ふ
く
む
約
一
五
〇
〇
〇
人
の
部
隊
を
投
入
し
た
が
、
わ
ず
か
三
〇
〇
〇
人
程
度
の
パ
ル
チ
ザ
ン
に
対
し
、
一
週
間
を
予
定
し
て
い
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た
掃
討
作
戦
は
大
幅
に
遅
れ
を
来
し
て
い
く
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
彼
我
の
勢
力
差
を
意
識
し
て
、
撤
退
を
覚
悟
し
た
が
、
パ
ル
チ
ザ

ン
指
揮
官
た
ち
は
、
最
後
ま
で
圧
力
や
強
制
を
臨
時
政
府
に
か
け
ず
、
住
民
や
住
居
、
生
産
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
努
力
が
続
け

ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
人
口
の
半
数
以
上
に
当
た
る
三
五
〇
〇
〇
人
の
市
民
は
、
ド
イ
ツ
の
支
配
よ
り
ス
イ
ス
の
難
民
収
容
所
を
選

び
、
国
境
を
越
え
る
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
ほ
か
の
指
導
者
た
ち
も
ス
イ
ス
へ
移
動
し
た
が
、
そ
の
際
一
緒
に
、
住
民
へ
乱
暴
を
働
き

逮
捕
さ
れ
た
二
人
の
フ
ァ
シ
ス
ト
が
護
送
さ
れ
て
い
た
。
ス
イ
ス
側
は
二
人
の
入
国
を
拒
否
し
、
臨
時
政
府
指
導
部
は
彼
ら
を
殺
す

か
、
解
放
す
る
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
が
、
彼
ら
は
国
境
で
釈
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
の
ケ
ー
ス
は
極
め

て
例
外
的
で
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
旅
団
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ー
ア
司
令
部
に
は
、
ナ
チ
・
フ
ァ
シ
ス
ト
へ
の
復
讐
と
し
て
捕

虜
四
五
人
を
処
刑
し
た
と
い
う
報
告
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
間
、
ド
イ
ツ
軍
と
フ
ァ
シ
ス
ト
が
老
若
男
女
か
ら
子

供
ま
で
を
大
量
に
虐
殺
し
て
い
た
事
実
は
、「
赤
い
」
パ
ル
チ
ザ
ン
を
敵
視
す
る
イ
ギ
リ
ス
側
の
情
報
で
さ
え
頻
繁
に
言
及
し
て
お

り
、
血
の
復
讐
の
連
鎖
を
止
め
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ（

４８
）た。
そ
れ
だ
け
に
、
法
治
主
義
の
再
編
と
民
主
主
義
の
確
立
は
、
テ
ッ
ラ

チ
ー
ニ
に
と
っ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
崩
壊
後
の
不
可
欠
な
課
題
と
な
っ
て
い
っ
た
。

（
２６
）Livorsi,op.cit.,p.５５.Francesco

Barbagallo,“
T
erracini,com

unista
antistalinista,alla

Constituente
e
alSenato,”

in
A
gosti,

op.cit.,
p.１３６.

（
２７
）Baldissara,op.cit.,

pp.１４１

―１４３,１４８.

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
中
央
集
権
化
さ
れ
た
国
家
に
対
し
、
地
域
の
自
律
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
、
ひ

い
て
は
東
西
ブ
ロ
ッ
ク
の
論
理
克
服
と
世
界
平
和
に
つ
な
が
り
、
自
由
と
平
等
を
担
保
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。Corrado

M
alandrino,“

U
m
-

berto
T
erracinialla

Costituente:La
questione

delle
autonom

ie
regionali,” in

A
gostietal.,op.cit.,pp.７４

―７５.

（
２８
）D

elPont,op.cit.,pp.９９

―１００.M
alandrino,op.cit.,pp.７０

―７１.

（
２９
）Ibid.,

p.７１.FIG,A
PC,Partito,Fondo

M
osca,U

m
berto

T
erracini,D

iscussionialconfino
diT
erracini１９４１

―１９４２,m
f.１７６.
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（
３０
）
石
田
憲
『
敗
戦
か
ら
憲
法
へ
―
―
日
独
伊
憲
法
制
定
の
比
較
政
治
史
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）、
六
六
頁
。Gianotti,

op.
cit.,

p.
１１０.

ヴ
ェ
ン
ト
テ
ー
ネ
島
で
は
、
八
〇
〇
人
の
流
刑
囚
の
う
ち
、
共
産
党
員
が
約
半
数
を
占
め
て
い
た
も
の
の
、
党
内
に
お
け
る
意
見
の
違
い
は
、
異

論
排
除
が
始
ま
る
ま
で
著
し
か
っ
た
。Ibid.,

pp.１４１

―１４２.

（
３１
）M

alandrino,op.cit.,pp.６７

―６９,７１

―７４.U
m
berto

T
erracini,Com

e
nacque

la
Costituzione

,intervista
diPasquale

Balsam
o,２.

ed.

（Rom
a:EditoriRiuniti,１９９７

）,pp.６２,６５

―６６.Spagnoli,op.cit.,
pp.１５６

―１５７.

（
３２
）M

alandrino,op.cit.,pp.７３

―７４.Spagnoli,op.cit.,p.１５５.M
erlini,op.cit.,５９４

―５９５.Baldissara,op.cit.,p.１５０.

（
３３
）T

erracini,Intervista
sulcom

unism
o
difficile,

pp.１１４

―１２３,１３７.Id.A
lbando

dalPartito,pp.２０,７１.

（
３４
）Gianotti,op.cit.,pp.１５０,１５２

―１５３.T
erracini,Intervista

sulcom
unism

o
difficile,

pp.９０,１２６,１４７,１５０.Sergio
Bertelli,Il

gruppo:La
form

azione
delgruppo

dirigente
delPci１９３６

―１９４８

（M
ilano:Rizzoli,１９８０

）,p.９２.T
erracini,A

lbando
dalPartito,

p.８５.D
e
Grand,op.cit.,

p.６４.

（
３５
）T

erracini,Intervista
sulcom

unism
o
difficile,

p.９０.

（
３６
）Pietro

Secchia,“
IlPartito

com
unista

italiano
e
la
guerra

diLiberazione１９４３

―１９４５:Ricordi,docum
entiineditie

testim
oni-

anze,” A
nnaliIstituto

Giangiacom
o
Feltrinelli,A

nno１３

（１９７１

）,１９６

―１９７.T
erracini,A

lbando
dalPartito,p.１７１.

（
３７
）Ibid.,p.１８.Giorgio
Bocca,Una

repubblica
partigiana:Ossola１０

settem
bre
-２３
ottobre１９４４

（M
ilano:IlSaggiatore,２００５

）,
p.５７.Gianotti,op.cit.,pp.１４０,１５４

―１５５.T
erracini,Intervista

sulcom
unism

o
difficile,

pp.９０,１２１.Livorsi,op.cit.,pp.５７,５９.

（
３８
）T

erracini,Intervista
sulcom

unism
o
difficile,

p.１３９.

（
３９
）T

erracini,Intervista
sulcom

unism
o
difficile,

pp.１２６
―１２８,１４０

―１４１,１４７

―１４８.Francesco
O
m
odeo

Zorini,“
T
erracinidalla

liberazione
dalconfino

alla‘
repubblica

dell’O
ssola’,” in

A
gosti,op.cit.,

p.１１０.U
m
berto

T
erracini,Quando

diventam
m
o

com
unisti:Conversazione

con
Um
berto

Terracinitra
cronaca

e
storia,a

cura
diM

ario
Pendinelli

（M
ilano:Rizzoli,１９８１

）,p.
１３５.

（
４０
）Ibid.,pp.１３５

―１３６.M
ichele

Beltram
i,Ilgoverno

dell’Ossola
partigiana,con

una
testim

onianza
inedita

diU
m
berto

T
erra-

cini

（Rom
a:Sapere２０００,１９９４

）,p.１１.
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（
４１
）Bocca,op.cit.,pp.２７,５７.

（
４２
）Zorini,op.cit.,pp.１２１

―１２３.Gianotti,op.cit.,p.１６６.
（
４３
）Beltram

i,op.cit.,pp.１２,１６.Bocca,op.cit.,pp.６１

―６２.Zorini,op.cit.,pp.１１９,１２３.

（
４４
）Istituto

piem
ontese

per
la
storia

della
Resistenza

e
della

societa
contem

poranea,Fondo
Grosa,B

FG３,a.Com
ando

Brigate
GaribaldiPiem

onte,Costituzione
e
attivita`

degliorganidelpotere
dem
ocratico

nelle
zone

liberate,dattiloscritto
dell’opus-

colo
diffuso

dalCom
ando

garibaldino,ottobre１９４４.

鈴
来
一
成
「〈
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
〉
の
光
と
影
―
―
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
一
パ
ル
チ
ザ

ン
解
放
区
始
末
記
」『
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｚ
Ｉ
Ｏ
』
第
二
〇
巻
、
第
一
号
（
一
九
八
九
年
）、
二
九
。
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
臨
時
政
府
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
が
イ
タ

リ
ア
植
民
地
の
剥
奪
を
公
表
し
た
際
、
賛
成
し
た
う
え
で
、
植
民
地
に
お
い
て
は
自
由
が
回
復
さ
れ
る
べ
き
で
、
同
地
が
戦
利
品
と
し
て
分
割
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
宣
言
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
外
務
省
の
要
職
を
務
め
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
制
憲
議
会
議
長
職
を
争
う
こ
と
に
な
る
保

守
派
の
ス
フ
ォ
ル
ツ
ァ
（Carlo

Sforza

）
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
報
告
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
植
民
地
保
有
国
が
植
民
地
を
国
際

的
行
政
機
構
に
委
託
す
る
と
い
う
提
案
を
行
な
い
、
事
実
上
、
委
任
統
治
領
と
し
て
旧
植
民
地
の
保
持
を
画
策
し
て
い
た
。Bocca,

op.
cit.,

p.
６２.T

N
A
,FO３７１／４３７９６

R１３６６９／１５／２２
（１９４４／８／２３

）.

（
４５
）Beltram

i,op.cit.,pp.１３,３２

―３３,４３,７３.Bocca,op.cit.,p.２５.

鈴
来
、
前
掲
論
文
、
二
四
―
二
五
、
二
八
、
三
〇
。FIG,Brigate

Gari-
baldi,Sez.V

II,Cart.１,F４,０８６３８;F２３,０８８３７
―４７.

（
４６
）Ibid.,F４,０８６３９bis;F１９,０６４５８.T

N
A
,W
O２０４／９９０７,Ref.A

CC／５０７／２／Pat

（１９４４／１１／３

）.Gianotti,op.cit.,pp.１６７

―１６８.Bel-
tram

i,op.cit.,pp.１３

―１４.T
erracini,Com

e
nacque

la
Costituzione,p.２２.

（
４７
）Beltram
i,op.cit.,pp.４３,７０

―７３.

ヴ
ィ
ゴ
レ
ッ
リ
は
、
ス
イ
ス
亡
命
中
、
ヴ
ェ
ン
ト
テ
ー
ネ
島
に
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
幽
閉
さ
れ
て
い
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
連
邦
主
義
者
の
ロ
ッ
シ
と
同
じ
家
に
滞
在
し
て
い
た
。Bocca,op.cit.,p.２５.

（
４８
）Zorini,op.cit.,p.１２４.Gianotti,op.cit.,

pp.１７０

―１７１.Beltram
i,op.cit.,pp.１４

―１５,９８.T
erracini,Quando

diventam
m
o
com
u-

nisti,pp.１３７

―１３８.FIG,Brigate
Garibaldi,Sez.V

II,Cart.I,F１９,０６５６７.T
N
A
,FO３７１／４３８７７,R１５７６３／１５５／２２

（１９４４／９／３０

）;
R１８１６９／１５５／２２

（１９４４／１１／１

）.
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三

新
憲
法
制
定
に
お
け
る
「
公
正
な
仲
介
者
」

⑴

党
復
帰
か
ら
憲
法
制
定
議
会
議
長
へ

ナ
チ
・
フ
ァ
シ
ス
ト
か
ら
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
へ
の
一
斉
攻
撃
が
加
え
ら
れ
る
直
前
の
一
九
四
四
年
一
〇
月
二
日
、
共
産
党
中
央
は

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
に
「
誠
実
で
正
直
な
自
己
批
判
」
を
な
お
要
求
し
て
い
た
。
し
か
し
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
指
摘
す
る
通
り
、
党
指
導

層
の
大
半
が
「
サ
レ
ル
ノ
の
転
回
」
に
よ
る
路
線
変
更
を
受
け
て
、
む
し
ろ
自
己
批
判
す
べ
き
状
況
に
あ
っ
た
も
の
の
、
彼
ら
は
権

力
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
判
断
が
常
に
正
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
獄
中
か
ら
戦
後
に
つ

な
が
る
彼
の
三
つ
の
特
徴
が
抽
出
で
き
る
。
第
一
は
、
情
報
の
共
有
化
で
あ
り
、
批
判
に
直
面
し
て
指
導
部
へ
自
ら
の
見
解
を
伝
え

る
努
力
で
あ
っ
た
。
党
は
外
に
開
か
れ
て
こ
そ
、
新
し
い
道
が
見
い
だ
せ
る
と
考
え
た
が
故
に
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
オ
ッ
ソ
ラ
共
和

国
で
の
緻
密
な
広
報
活
動
に
没
頭
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
抗
す
る
多
元
性
の
強
調
で
あ
る
。
そ
れ
が
ム
ッ
ソ

リ
ー
ニ
で
あ
れ
、
ス
タ
ー
リ
ン
で
あ
れ
、
あ
る
指
導
者
や
指
導
部
に
よ
る
無
謬
性
の
主
張
か
ら
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
も
っ
と
も
遠
く

離
れ
て
い
く
。
第
三
は
、
異
な
る
情
報
と
立
場
を
尊
重
し
、
対
話
し
て
い
く
民
主
主
義
へ
の
信
頼
が
重
要
と
な
る
。「
サ
レ
ル
ノ
の

転
回
」
こ
そ
、
保
守
層
も
ふ
く
め
た
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
統
一
戦
線
の
始
ま
り
を
告
げ
、
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
は
、
複
数
の
政
治
勢
力
を
つ

な
ぐ
実
践
例
と
な
っ（

４９
）た。
こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
は
、
以
下
に
見
る
如
く
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
制
憲
議
会
議
長
に
就
任
す
る
際
、
伏
線

と
な
り
、
彼
の
議
長
と
し
て
の
資
質
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

ス
イ
ス
に
逃
れ
て
半
年
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
党
復
帰
に
向
け
て
の
活
動
を
続
け
て
い
く
。
そ
の
間
、
同
じ
難
民
で
あ
っ
た
女
優
の

マ
リ
ア
・
ラ
ウ
ラ
・
ロ
ッ
カ
（M

aria
Laura

Rocca

）
と
再
婚
す
る
が
、
彼
の
前
妻
ア
ル
マ
・
レ
ッ
ク
ス
は
二
〇
年
以
上
、
彼
と
会
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え
ぬ
ま
ま
ソ
連
へ
帰
国
し
、
秘
密
警
察
の
監
視
下
に
お
か
れ
て
い
た
。
チ
ー
ノ
・
モ
ス
カ
テ
ッ
リ
な
ど
多
く
の
友
人
た
ち
が
テ
ッ
ラ

チ
ー
ニ
を
支
援
し
、
一
九
四
四
年
一
二
月
一
四
日
に
党
指
導
部
は
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
「
党
の
仕
事
」
に
戻
す
決
定
を
出
す
。
し
か

し
、
そ
こ
に
は
留
保
な
く
党
の
路
線
と
規
律
に
従
い
、
獄
中
の
議
論
を
再
び
持
ち
出
し
た
り
批
判
し
な
い
と
い
う
諸
条
件
が
つ
け
ら

れ
て
い
た
。
し
か
も
、
ロ
ー
マ
の
幹
部
は
、
彼
に
党
の
政
治
指
導
を
委
ね
さ
せ
な
い
と
ま
で
付
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
党
の
仕
事

へ
の
復
帰
」
で
あ
っ
て
も
、「
党
へ
の
復
帰
」
で
す
ら
な
い
内
容
と
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
自
覚
し
た
が
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
不
能
な
議
論
に
巻
き
込
め
な
い
と
察
し
た
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
承
諾
す
る
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
擁
護
し
て
除
名
さ
れ
た
カ
ミ
ッ

ラ
・
ラ
ヴ
ェ
ー
ラ
に
至
っ
て
は
、
体
調
を
崩
し
農
民
の
子
供
た
ち
の
教
育
に
従
事
し
て
い
た
が
、
一
九
四
五
年
五
月
に
ト
リ
ア
ッ

テ
ィ
が
ト
リ
ノ
で
彼
女
を
ほ
か
の
党
員
の
前
で
抱
擁
し
、
よ
う
や
く
党
務
へ
の
復
帰
が
実
現
し
た
。
と
も
あ
れ
、
パ
リ
経
由
で
ロ
ー

マ
に
戻
っ
た
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
二
〇
年
以
上
ぶ
り
に
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
と
再
会
す
る
が
、
あ
た
か
も
前
の
晩
に
会
っ
て
い
た
か
の
よ

う
な
簡
潔
な
応
対
の
後
、
翌
日
か
ら
選
挙
事
務
所
で
働
く
要
請
が
な
さ
れ（

５０
）る。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
再
会
し
た
際
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
が
過
去
に
つ
い
て
唯
一
ふ
れ
た
の
は
、
選
挙
担
当
に
し
た
理
由
で
、「
君
は
一

度
も
棄
権
主
義
者
（astensionista

）
で
は
な
か
っ
た
か
ら
な
！
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ（

５１
）た。

ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
が
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の

復
帰
に
尽
力
し
、
一
九
四
五
年
一
二
月
―
一
九
四
六
年
一
月
の
イ
タ
リ
ア
共
産
党
第
五
回
党
大
会
で
、
彼
に
「
民
主
主
義
」
と
い
う

テ
ー
マ
の
報
告
を
依
頼
し
た
の
も
、
党
内
の
路
線
を
め
ぐ
る
政
治
的
綱
引
き
に
お
い
て
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
自
身
の
陣
営
補
強
が
意
識

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
は
「
新
し
い
党
」
が
労
働
者
と
人
民
の
党
と
し
て
、
批
判
と
宣
伝
の
み
な
ら
ず
、
積

極
的
か
つ
建
設
的
行
動
を
通
じ
、
国
家
へ
関
与
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
レ
ー
ニ
ン
の
想
定
し
た
「
前
衛

の
党
」
で
は
な
く
、
人
民
の
た
め
に
日
常
的
課
題
を
解
決
し
、
議
会
で
の
活
動
、
労
働
組
合
の
組
織
、
地
方
自
治
体
の
管
理
、
協
同

組
合
の
運
営
に
従
事
し
て
い
く
方
向
性
が
模
索
さ
れ
始
め
る
。
し
か
し
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
除
名
に
追
い
込
ん
だ
ロ
ン
ゴ
、
セ
ッ
キ
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ア
な
ど
は
、
党
が
非
合
法
化
さ
れ
て
い
た
時
代
の
厳
し
い
規
律
と
モ
ス
ク
ワ
の
意
向
に
従
う
習
性
か
ら
脱
却
し
て
お
ら
ず
、
ト
リ

ア
ッ
テ
ィ
は
こ
う
し
た
革
命
路
線
の
強
硬
派
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
、
調
整
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
一
九
四
六
年

末
の
時
点
で
ア
メ
リ
カ
駐
伊
大
使
館
は
、
指
揮
官
セ
ッ
キ
ア
の
下
、
二
万
か
ら
八
万
人
の
共
産
主
義
武
装
集
団
が
形
成
さ
れ
て
い
る
、

と
本
国
へ
報
告
し
た
。
共
産
党
側
は
逆
に
、
一
九
四
六
年
二
月
の
指
導
部
会
議
で
、
国
民
投
票
に
よ
っ
て
共
和
制
が
明
確
に
選
択
さ

れ
な
け
れ
ば
、
君
主
主
義
者
と
軍
が
結
託
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
す
の
で
は
な
い
か
と
真
剣
に
警
戒
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
同

じ
ア
メ
リ
カ
駐
伊
大
使
館
報
告
も
、
右
派
の
武
装
集
団
が
、
左
派
と
同
規
模
に
存
在
す
る
と
指
摘
し
て
い（

５２
）た。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
お
か
れ
た
立
場
は
、
自
党
の
行
政
や
党
機
関
そ
の
も
の
に
直
接
影
響
を
与
え
に
く
か
っ
た
し
、
彼
が
携
わ
っ
た

選
挙
活
動
の
組
織
化
は
、
逐
一
ロ
ン
ゴ
や
セ
ッ
キ
ア
な
ど
指
導
部
の
指
示
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
テ
ッ
ラ

チ
ー
ニ
は
、
党
内
で
彼
の
排
除
を
試
み
る
反
対
者
た
ち
よ
り
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
の
路
線
と
適
合
的
で
あ
っ
た
し
、
除
名
中
に
接
触
を

絶
た
れ
て
い
た
各
地
の
同
志
た
ち
と
連
携
を
深
め
て
い
く
。
さ
ら
に
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
社
会
党
、
行
動
党
、
共
和
党
と
も
協
力
を

進
め
る
べ
く
働
き
か
け
た
が
、
熱
心
な
党
員
ほ
ど
、
ほ
か
の
勢
力
と
対
立
す
る
状
況
に
直
面
し
た
。
党
内
部
で
は
、
当
選
第
一
主
義

の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
選
挙
政
党
へ
の
転
換
に
不
満
が
噴
出
し
か
ね
な
か
っ
た
、
と
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
記
録
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
彼
自
身
が
破
壊
分
子
、
共
産
主
義
者
と
し
て
迫
害
さ
れ
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
敵
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
議
会
制
民
主
主
義
の

敵
と
し
て
蔑
ま
れ
て
い
た
時
期
と
は
、
隔
世
の
感
が
あ
っ
た
。
一
九
四
六
年
六
月
に
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
選
出
の
制
憲
議
会
議
員
と
な
っ
た

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
に
次
ぐ
共
産
党
議
員
団
副
代
表
に
指
名
さ
れ（

５３
）た。

一
九
四
六
年
六
月
、
制
憲
議
会
の
議
員
選
挙
と
同
時
に
行
な
わ
れ
た
国
民
投
票
で
は
、
共
和
制
が
選
択
さ
れ
、
七
五
人
の
委
員
に

よ
る
憲
法
委
員
会
が
発
足
す
る
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
憲
法
委
員
会
内
に
設
け
ら
れ
た
三
つ
の
小
委
員
会
の
う
ち
、「
国
家
の
憲
法

上
の
組
織
」
を
審
議
す
る
第
二
小
委
員
会
の
委
員
長
に
就
任
し
た
。
第
二
小
委
員
会
で
は
、
前
述
し
た
地
方
自
治
を
ふ
く
む
行
政
や
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司
法
制
度
に
関
す
る
問
題
が
話
し
合
わ
れ
た
。
彼
に
と
っ
て
幸
い
だ
っ
た
の
は
、
当
時
は
共
産
党
選
出
議
員
と
共
産
党
本
体
と
の
つ

な
が
り
が
希
薄
で
、
党
組
織
の
専
門
家
で
あ
る
ロ
ン
ゴ
、
セ
ッ
キ
ア
な
ど
も
、
国
家
制
度
の
問
題
に
介
入
し
て
こ
な
か
っ
た
点
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
デ
・
ガ
ス
ペ
リ
（A

lcide
D
e
Gasperi

）
政
府
も
、
個
々
の
条
文
に
つ
い
て
は
干
渉
せ
ず
、
制
憲
議
会
も
そ
の
余
地

を
与
え
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
各
党
指
導
部
や
政
府
か
ら
独
立
し
、
主
要
政
党
の
代
表
は
合
議
、
妥
協
を
基
礎
と
し
て
、
憲
法
委

員
会
に
よ
り
憲
法
の
基
本
的
テ
キ
ス
ト
を
起
草
し
た
。
戦
争
直
後
に
お
け
る
共
産
党
は
法
律
の
専
門
家
が
少
な
く
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ

は
制
憲
議
会
の
準
備
委
員
会
委
員
や
高
等
裁
判
所
顧
問
を
務
め
て
い
く
う
ち
、
法
律
の
本
質
を
捉
え
る
能
力
か
ら
、
彼
の
政
治
信
条

と
は
別
個
に
、
よ
り
高
い
評
価
を
得
て
、
制
憲
議
会
副
議
長
に
選
出
さ
れ（

５４
）る。

さ
り
な
が
ら
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
議
長
の
地
位
ま
で
昇
り
つ
め
る
道
程
は
、
左
右
対
立
の
激
化
す
る
政
治
情
勢
と
連
動
し
、
平
坦

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
制
憲
議
会
選
挙
の
結
果
、
第
一
党
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
は
、
デ
・
ガ
ス
ペ
リ
首
相
の
も
と
で
、

反
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
党
に
よ
る
連
立
政
府
を
形
成
し
た
が
、
制
憲
議
会
議
長
に
は
第
二
党
の
社
会
党
か
ら
、
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
サ
ー
ラ
ガ

ト
（Giuseppe

Saragat

）
が
選
ば
れ
た
。
と
こ
ろ
が
サ
ー
ラ
ガ
ト
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
大
量
の
資
金
提
供

を
受
け
、
社
会
党
を
分
裂
さ
せ
新
党
党
首
に
就
任
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
党
首
と
の
兼
任
が
難
し
い
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
議
長

の
辞
職
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
当
初
、
制
憲
議
会
は
政
治
的
均
衡
が
崩
れ
る
と
難
色
を
示
し
た
が
、
サ
ー
ラ
ガ
ト
の
辞
意
は
強
く
、

や
む
な
く
受
諾
さ
れ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
議
長
が
伝
統
的
に
政
府
と
連
携
し
て
き
た
戦
前
の
経
緯
を
た
て
に
、
保
守
系
政
治
家

の
議
長
を
要
求
す
る
動
き
も
顕
在
化
し
た
。
そ
れ
で
も
、
四
人
い
た
副
議
長
の
中
で
は
最
大
票
を
獲
得
し
、
以
前
か
ら
サ
ー
ラ
ガ
ト

に
代
わ
り
、
司
法
・
政
治
的
意
味
か
ら
主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
議
長
候
補
と
し
て
浮
上
し
て
い
く
。
一
方
、

実
際
の
選
出
過
程
で
は
政
治
的
思
惑
が
錯
綜
し
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
は
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
に
対
し
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
に
投
票
し
な
け

れ
ば
、
社
会
党
の
分
裂
に
よ
り
第
二
党
へ
繰
り
上
が
っ
た
共
産
党
が
、
政
府
か
ら
引
き
揚
げ
る
と
い
う
揺
さ
ぶ
り
さ
え
か
け
て
い
た
。
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他
方
、
共
産
党
内
で
も
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
議
長
と
い
う
名
誉
職
に
つ
け
て
、
彼
を
周
辺
化
さ
せ
る
意
図
が
働
い
た
と
の
指
摘
も

あ（
５５
）る。

結
局
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
一
九
四
七
年
二
月
八
日
に
、
過
半
数
以
上
の
票
を
得
て
議
長
に
互
選
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
系
通
信
社
へ

の
配
信
記
事
は
、
極
右
の
議
員
も
ふ
く
ま
れ
て
い
た
制
憲
議
会
が
共
産
党
の
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
選
ん
だ
事
実
自
体
、
奇
跡
に
近
い
と

評
し
て
い
る
。
同
記
事
は
、
議
会
経
験
の
少
な
い
議
員
が
大
き
な
割
合
を
占
め
、
政
党
間
の
対
立
も
激
し
さ
を
増
し
て
い
た
と
、
当

時
の
政
治
背
景
を
説
明
し（

５６
）た。
と
り
わ
け
そ
の
一
週
間
前
に
は
、
厳
し
い
条
件
を
課
さ
れ
た
講
和
条
約
が
調
印
さ
れ
、
デ
・
ガ
ス
ペ

リ
は
左
翼
勢
力
の
閣
外
放
逐
へ
歩
み
を
早
め
て
い
く
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
就
任
演
説
に
お
い
て
、
各
党
へ
精

神
的
、
国
民
的
連
帯
と
政
治
的
、
社
会
的
理
想
を
忘
れ
ぬ
よ
う
訴
え
、「
イ
タ
リ
ア
共
和
国
に
堅
固
な
合
法
性
の
砦
で
あ
る
憲
法
を

与
え
る
」
べ
く
、
各
政
党
間
の
友
愛
を
求
め（

５７
）た。

議
長
就
任
後
の
彼
は
、
疲
れ
を
知
ら
ぬ
厳
格
な
「
用
語
の
管
理
者
」
と
し
て
制
憲

作
業
に
従
事
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
技
術
的
な
整
序
で
は
不
十
分
な
場
合
に
は
、
深
刻
な
事
態
を
乗
り
越
え
る
べ
く
、
ア
ピ
ー
ル
を

発
し
て
い
っ（

５８
）た。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
傑
出
し
て
い
た
の
は
、
共
産
党
創
設
期
に
は
急
進
的
活
動
家
と
し
て
、

オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
で
は
市
民
的
総
書
記
と
し
て
、
そ
し
て
制
憲
議
会
議
長
就
任
の
後
は
穏
健
的
仲
介
者
に
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
に

応
じ
た
役
割
を
こ
な
し
切
れ
た
能
力
の
故
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵
「
難
し
い
、
や
っ
か
い
な
共
産
党
員
」

共
産
党
に
復
帰
し
て
か
ら
も
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
ほ
か
の
党
幹
部
か
ら
は
「
難
し
い
、
や
っ
か
い
な
」
存
在
と
し
て
警
戒
さ
れ
た
。

実
際
、
彼
は
憲
法
制
定
と
並
行
し
て
、
党
が
図
式
的
な
経
済
構
造
の
議
論
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
国
家
や
市
民
生
活
の
諸
課
題
に
対

処
す
る
準
備
を
怠
っ
て
い
る
と
気
づ
き
、
党
の
方
針
に
苦
言
を
呈
し
続
け
る
。
な
か
ん
ず
く
地
方
自
治
推
進
、
司
法
・
行
政
改
革
へ
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の
対
応
が
遅
れ
、
市
民
個
人
の
生
活
に
寄
り
添
っ
て
い
な
い
と
不
満
を
募
ら
せ
た
。
た
と
え
ば
、
共
産
党
は
国
家
と
教
会
の
関
係
に

つ
い
て
、
ラ
テ
ラ
ー
ノ
協
定
遵
守
の
立
場
（
憲
法
第
七
条
）
を
と
っ
た
た
め
、
教
会
婚
の
制
度
化
を
認
め
、
家
族
の
世
俗
化
、
離
婚
、

中
絶
な
ど
の
問
題
に
正
面
か
ら
向
き
合
わ
な
か
っ
た
。
一
方
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
国
家
の
特
定
部
分
が
強
権
的
性
格
を
有
し
な
い

た
め
の
制
度
的
担
保
（
ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
確
立
、
刑
法
改
正
、
憲
法
裁
判
所
設
置
、
州
制
度
改
革
、
首
相
の
権
限
抑
制
）
を
提
起
し
、
市

民
の
自
律
を
奨
励
し
な
が
ら
、
社
会
的
弱
者
の
擁
護
に
努
め
て
い
く
。
彼
は
非
嫡
出
子
の
平
等
を
、
哀
れ
み
か
ら
で
は
な
く
個
人
の

尊
厳
と
し
て
主
張
し
、
外
国
人
の
庇
護
権
（
憲
法
第
一
〇
条
第
三
項
）
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
自
身
が

フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
、
共
産
党
双
方
か
ら
異
分
子
扱
い
さ
れ
、
出
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
被
抑
圧
体
験
に
基
づ
く
と
推
察
で
き（

５９
）る。

ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
を
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
唯
一
の
可
能
性
と
自
覚
し
、
新
憲
法
で
労
働
の
あ
り
方
、
社

会
的
連
帯
が
規
定
さ
れ
る
と
、
進
歩
的
共
和
国
の
道
を
さ
ら
に
模
索
し
て
い
っ
た
。
た
だ
し
彼
は
、
一
般
大
衆
が
法
的
抽
象
性
を
理

解
し
な
い
の
に
対
し
、
党
が
権
威
あ
る
言
葉
で
語
り
か
け
る
必
要
を
述
べ
て
い
る
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
も
憲
法
に
関
し
て
、
あ
い
ま
い

な
議
論
か
ら
抽
象
性
を
高
め
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
が
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
は
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
異
な
り
、
参
加
よ
り
指
導

を
重
視
し
、
党
の
正
し
さ
を
強
調
す
る
役
割
に
忠
実
で
、
少
数
者
の
視
点
が
欠
落
し
や
す
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
は
、
党
利
党
略
に
起
因
す
る
要
求
を
、
制
憲
議
会
議
長
の
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
に
し

た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
と
い（

６０
）う。

ま
た
、
両
者
の
立
論
の
違
い
を
際
立
た
せ
て
興
味
深
い
の
は
、
二
人
が
と
も
に
女
性
参
政
権
を
支
持
し
な
が
ら
、
そ
の
理
由
に
差

が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
は
、
政
治
的
配
慮
を
先
行
さ
せ
、
一
九
四
四
年
八
月
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
文
書
に
よ

れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
女
性
票
に
期
待
で
き
な
い
も
の
の
、
行
動
党
が
女
性
参
政
権
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
対
抗
上
、

賛
成
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
一
九
四
六
年
二
月
の
指
導
部
会
議
で
は
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
自
身
、
男
性
の
共
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産
党
支
持
率
が
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
比
べ
、
女
性
が
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
調
査
結
果
を
確
認
し
て
い
た
。
他
方
、
テ
ッ
ラ
チ
ー

ニ
は
一
九
四
六
年
九
月
に
、
上
院
を
職
能
代
表
と
す
る
案
へ
強
い
反
論
を
展
開
し
た
際
、「
上
か
ら
の
指
名
」
に
な
る
と
同
時
に
、

女
性
の
選
出
が
阻
害
さ
れ
る
と
そ
の
根
拠
を
明
示
し
た
。
進
歩
的
な
党
の
威
信
に
こ
だ
わ
る
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
と
、
実
質
的
参
加
を
追

い
求
め
る
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
ス
タ
ン
ス
の
相
違
が
よ
く
現
わ
れ
た
事
例
と
も
認
識
で
き（

６１
）る。

両
者
間
の
懸
隔
が
も
っ
と
も
大
き
か
っ
た
の
は
、
国
際
共
産
主
義
運
動
を
め
ぐ
る
見
解
で
、
議
長
就
任
後
も
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
ソ

連
批
判
は
衰
え
を
知
ら
ず
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
を
悩
ま
せ
て
い
く
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
党
内
で
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
に
関
す
る
ソ

連
の
対
応
を
酷
評
し
、
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
へ
の
加
入
決
定
に
疑
義
を
呈
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
ソ
連
か
ら
は
何
の
支
援
も
受
け
て
い
な

い
と
さ
え
発
言
し（

６２
）た。
し
か
し
、
決
定
的
に
物
議
を
か
も
し
た
の
は
、
一
九
四
七
年
一
〇
月
に
彼
が
西
側
メ
デ
ィ
ア
へ
、
米
ソ
両
国

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
へ
政
治
的
影
響
力
を
行
使
す
べ
き
で
は
な
い
と
語
り
、「
も
し
そ
れ
で
も
戦
争
が
起
き
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
は
そ

れ
が
誰
で
あ
れ
侵
略
者
に
反
対
す
る
」
と
ま
で
踏
み
込
ん
だ
点
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
つ
い
て
、
共
産
党
の
民
主
的
外
観
を
整
え
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
と
分
析
し
た
が
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
公
正
と
独
立
と
い
う
評
判

が
自
身
の
党
内
に
お
け
る
地
歩
を
失
わ
せ
て
い
る
と
注
釈
し（

６３
）た。

党
指
導
部
は
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
激
烈
に
批
判
し
た
が
、
彼
が
議
長

で
な
か
っ
た
ら
、
追
及
は
さ
ら
に
強
く
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
の
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
批
判
は
、
地
方
支
部
に
ス
タ
ー
リ
ン
の

肖
像
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
状
況
へ
不
満
を
漏
ら
す
党
幹
部
に
は
、
そ
も
そ
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
党
を
率
い
る
ト
リ

ア
ッ
テ
ィ
は
、
個
人
主
義
の
危
険
な
表
出
と
し
て
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
「
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
精
神
の
欠
如
」
を
非
難
し（

６４
）た。

し
か
し
な
が
ら
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
ソ
連
ば
か
り
を
難
詰
の
対
象
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
く
一
九
四
七
年
一
〇
月

に
は
、
ア
メ
リ
カ
側
へ
も
制
憲
議
会
議
長
と
し
て
辛
辣
な
コ
メ
ン
ト
を
公
に
し
た
。
そ
れ
は
、
サ
ー
ラ
ガ
ト
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
大
量

の
資
金
提
供
を
受
け
た
事
件
に
関
連
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
伊
米
労
働
評
議
会
会
長
が
、
共
産
党
と
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
を
中
傷
す
る
発
言
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を
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
同
会
長
は
、
サ
ー
ラ
ガ
ト
が
大
金
受
領
の
事
実
を
記
し
た
手
紙
を
共
産
党
に
盗
ま
れ
、
そ
の
問
題
を
テ
ッ

ラ
チ
ー
ニ
に
訴
え
て
い
た
と
指
摘
し
た
う
え
、
自
分
は
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
に
も
金
を
渡
し
て
い
た
と
暴
露
し
た
の
で
あ（

６５
）る。

こ
れ
を
受

け
て
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
公
開
書
簡
で
、
国
を
代
表
す
る
人
間
に
野
卑
で
不
当
な
言
い
が
か
り
を
つ
け
て
い
る
と
反
撃
し
た
。
そ
し

て
、
植
民
地
差
別
と
も
思
わ
れ
る
激
し
い
調
子
で
、
以
下
の
駁
論
を
あ
び
せ
て
い
る
。「
イ
タ
リ
ア
を
植
民
地
と
考
え
、
制
憲
議
会

議
長
に
対
し
て
さ
え
、
あ
た
か
も
無
作
法
な
外
人
部
隊
将
校
の
如
く
、
奴
隷
部
族
を
侮
辱
す
る
よ
う
な
態
度
を
示
す
の
で
し
ょ
う
か
。

最
大
の
正
確
さ
と
最
小
の
驕
り
を
も
っ
て
警
告
し
ま（

６６
）す。」
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
憤
り
は
、
相
手
を
一
方
的
に
犯
罪
者
扱
い
す
る
傲
慢

さ
へ
の
反
発
に
加
え
て
、
潤
沢
な
資
金
で
相
手
に
優
越
感
を
ひ
け
ら
か
す
尊
大
さ
に
向
け
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
ソ
連
の
強
権
性

に
飽
く
な
き
異
論
を
唱
え
続
け
る
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
偽
善
的
金
満
家
に
も
軽
蔑
を
顕
に
す
る
と
こ
ろ
が
、
反
骨
者
テ
ッ
ラ

チ
ー
ニ
ら
し
い
「
難
し
さ
」
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
ら
米
ソ
批
判
の
み
を
取
り
あ
げ
れ
ば
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
制
憲
議
会
議
長
の
権
威
を
背
景
と
し
て
、
喧
嘩
早
い
政
治
的
発
言

ば
か
り
し
て
い
る
印
象
さ
え
与
え
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
彼
が
戦
前
の
工
場
占
拠
時
代
か
ら
追
い
求
め
て
き
た
労
働
者
の
主
体

的
参
加
権
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
が
大
幅
な
修
正
を
施
し
て
も
、
議
長
と
し
て
の
職
責
を
優
先
し
、
総
会
に
お
け
る
自
分

個
人
の
意
見
表
明
は
控
え
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
前
述
の
如
く
、
憲
法
第
四
六
条
の
文
言
は
、
左
派
の
閣
外
追
放
に
と
も
な
い
、

労
働
者
の
「
企
業
管
理
参
加
権
」
が
「
企
業
管
理
協
力
権
」
へ
と
変
更
さ
れ
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
（
憲
法
第
四
〇
条
）
同
様
、
条
件
が

課
せ
ら
れ
、
社
会
的
諸
権
利
と
し
て
の
意
味
を
著
し
く
減
じ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
党
内
で
の
微
妙
な
立
ち
位
置

に
も
拘
わ
ら
ず
、
自
党
議
員
を
特
別
扱
い
す
る
と
い
う
発
想
が
な
か
っ
た
。
彼
は
、
議
会
運
営
を
め
ぐ
る
戦
術
的
理
由
か
ら
党
の
指

示
で
議
事
に
欠
席
し
た
共
産
党
議
員
た
ち
へ
、
批
判
の
手
紙
を
回
覧
の
形
で
送
り
、
国
民
の
信
託
を
受
け
て
憲
法
制
定
に
献
身
す
べ

き
代
表
が
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
を
行
な
っ
た
と
詰
問
し
て
い
る
。
逆
に
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
公
明
正
大
な
姿
勢
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
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側
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
神
の
名
の
も
と
に
」
と
い
う
文
言
の
憲
法
条
文
へ
の
挿
入
を
撤
回
さ
せ
る
の
に
寄
与
し
た
。
そ
し
て
、
テ
ッ

ラ
チ
ー
ニ
の
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
一
貫
性
は
、
イ
タ
リ
ア
共
産
党
の
立
憲
主
義
を
代
表
す
る
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ウ
の
機
能

を
果
た
し
、
彼
が
独
立
と
公
正
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
評
判
は
、
内
外
で
高
ま
っ
て
い（

６７
）く。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
統
一
戦
線
を
基
盤
と
し
た
連
立
政
府
に
亀
裂
が
生
じ
て
、
左
右
対
立
の
進
行
す
る
難
し
い
情

勢
下
で
、
憲
法
を
め
ぐ
る
激
し
い
議
論
に
お
い
て
も
、
政
治
的
衝
突
か
ら
距
離
を
お
き
、
公
平
さ
と
有
能
さ
を
発
揮
す
る
。
わ
ず
か

一
一
カ
月
の
間
に
、
一
七
〇
の
会
合
、
一
〇
九
〇
の
報
告
、
一
六
六
三
の
修
正
案
に
対
応
し
、
合
理
的
か
つ
厳
密
な
手
順
を
守
り
な

が
ら
、
な
お
充
分
に
議
論
の
時
間
を
担
保
し
つ
つ
、
一
九
四
七
年
一
二
月
二
二
日
の
投
票
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
。
イ
タ
リ
ア
共
和
国

憲
法
は
、
賛
成
四
五
三
、
反
対
六
二
で
可
決
さ
れ（

６８
）る。
可
決
の
日
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
自
ら
の
制
憲
議
会
演
説
で
、
労
働
者
階
級
が

人
民
の
闘
争
の
一
線
に
立
ち
、
民
主
的
で
自
由
な
国
家
を
築
く
と
述
べ
る
一
方
、
民
主
主
義
の
獲
得
を
基
礎
に
、
穏
健
な
発
展
を
遂

げ
れ
ば
、
そ
れ
が
純
粋
な
社
会
革
命
へ
至
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
時
に
、
憲
法
へ
の
投
票
こ
そ
、
対
立
、
分
裂
を
越
え
て
、
イ
タ

リ
ア
共
和
国
と
い
う
一
つ
の
確
実
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
形
成
す
る
機
会
で
あ
る
と
主
張
し（

６９
）た。
こ
れ
を
受
け
て
、
保
守
の
長
老
政

治
家
オ
ル
ラ
ン
ド
（V

ittorio
Em
anuele

O
rlando

）
は
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
権
威
が
克
服
し
が
た
い
不
和
さ
え
解
消
さ
せ
た
と
感

謝
し
、「
彼
は
真
に
偉
大
な
議
長
だ
。
生
来
の
完
璧
な
議
長
だ
っ
た
」
と
絶
賛
し（

７０
）た。
二
人
の
演
説
は
、
共
和
国
憲
法
が
反
フ
ァ
シ

ズ
ム
共
同
行
動
の
最
後
の
煌
め
き
と
称
さ
れ
た
よ
う
に
、
革
新
と
保
守
の
協
力
を
象
徴
す
る
一
幕
と
な
っ
た
。
逆
説
的
な
が
ら
、

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
「
難
し
い
、
や
っ
か
い
な
」
存
在
と
党
内
で
疎
外
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
不
偏
不
党
の
議
長
と
し
て
保
守
か
ら

も
尊
敬
を
集
め
た
の
で
あ（

７１
）る。
一
匹
狼
的
で
あ
る
こ
と
は
、
信
頼
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
に
く
く
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
少

数
者
に
配
慮
し
た
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
へ
と
転
じ
る
可
能
性
も
示
唆
し
て
い
る
。
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）Gianotti,op.cit.,

pp.１７２

―１７３.T
erracini,A

lbando
dalPartito,pp.７

―８,１８２

―１８５.Zorini,op.cit.,
pp.１２５

―１２６.T
erracini,In-

tervista
sulcom

unism
o
difficile,

pp.１３６

―１３７,１４３

―１４４.Spriano,op.cit.,vol.V
,pp.３８２

―３８３.

制
憲
議
会
議
長
に
就
任
し
た
後
の
一
九

四
七
年
一
〇
月
に
な
っ
て
か
ら
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
マ
リ
ア
・
ラ
ウ
ラ
と
の
事
実
婚
を
保
守
系
新
聞
な
ど
で
、
不
道
徳
と
攻
撃
さ
れ
て
い
る
。

彼
お
よ
び
彼
と
行
動
を
と
も
に
し
た
人
々
の
人
生
は
、
茨
の
道
で
あ
っ
た
。A

nna
T
onelli,Gliirregolari:A

m
oricom

unistialtem
po
della

Guerra
fredda

（Bari:Laterza,２０１４

）,pp.３８

―４１.

（
５１
）T

erracini,Intervista
sulcom

unism
o
difficile,

p.１４４.

（
５２
）Ibid.,pp.１４５

―１４７.Gianotti,op.cit.,pp.１８４

―１８５.Foreign
Relations

ofthe
United

States,１９４６-V

（W
ashington:Governm

ent
Printing

O
ffice,１９６９

）,p.９５２.

こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
問
題
が
議
論
さ
れ
た
一
九
四
六
年
二
月
一
六
日
の
指
導
部
会
議
で
も
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
は
軍

事
的
対
抗
措
置
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。FIG,A

PC,Partito,Fondo
M
osca,D

irezione
V
erbali,Pacco２５／III,１６

febbraio１９４７,m
f２７２.

（
５３
）T

erracini,Intervista
sulcom

unism
o
difficile,

p.１４６.Gianotti,op.cit.,pp.１８５

―１８６.Renzo
M
artinellie

M
aria

Luisa
Righi

（a
cura

di

）,La
politica

delPartito
com
unista

italiano
nelperiodo

costituente:Iverbalidella
direzione

tra
ilV

ilVI
Congresso

１９４６

―１９４８

（Rom
a:EditoriRiuniti,１９９２

）,p.２１.T
erracini,Com

e
nacque

la
Costituzione,

p.１９.

（
５４
）Ibid.,pp.１５

―１６,１８,２１.

高
橋
利
安
「「
労
働
に
基
礎
を
置
く
民
主
共
和
国
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
一
）
―
―
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
第
一
条

第
一
項
の
成
立
過
程
を
中
心
と
し
て
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
』
第
三
六
号
（
一
九
八
五
年
）、
二
一
九
、
二
二
七
―
二
三
〇
。Spag-

noli,op.cit.,p.１４６.

（
５５
）M

erlini,op.cit.,５７２

―５７４.T
erracini,Com

e
nacque

la
Costituzione,

pp.１８

―１９.Barbagallo,op.cit.,
p.１３７.FIG,A

PC,Partito,
Fondo

M
osca,D

irezione
V
erbali,Pacco２５／III,４

febbraio１９４７,m
f２７２.

（
５６
）FIG,A

PC,Partito,Fondo
M
osca,U

m
berto

T
erracini,２７

ottobre１９４７,Riccardo
Luzzatto,“

T
he
Speaker

ofItaly’s
A
ssem

-
bly,” m

f１７６.

（
５７
）M

erlini,op.cit.,５７４.
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（
５８
）Ibid.,５７８.Renato

Balduzzi,“
U
n
com
unista

deldialogo
alla
Costituente,”

in
A
ldo
A
gostietal.,op.cit.,p.１１３.

（
５９
）D

elPont,op.cit.,p.９７.T
erracini,Com

e
nacque

la
Costituzione,

pp.６３

―６６.M
erlini,op.cit.,５８２

―５８３.Spagnoli,op.cit.,pp.
１５２

―１５４.

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
軍
隊
そ
の
も
の
を
否
定
し
な
い
が
、
軍
の
規
則
が
君
主
制
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
の
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
、
服
従
を

「
即
時
、
盲
目
的
、
絶
対
」
な
も
の
と
し
て
い
る
点
を
問
題
視
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
見
方
で
は
、
軍
律
と
い
え
ど
も
市
民
の
尊
厳
を
侵

し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。T

erracini,Com
e
nacque

la
Costituzione,

p.７１.

（
６０
）Ibid.,

pp.２３,９０.T
ogliatti,Opere,vol.５,pp.１９５

―１９６.Spagnoli,op.cit.,pp.１４５,１５２.

（
６１
）T

N
A
,FO３７１／４３７９６,R１３６６８／１５／２２

（１９４４／８／３０

）.FIG,A
PC,Partito,Fondo

M
osca,D

irezione
V
erbali,Pacco２５／II,１４

feb-
braio１９４６,m

f２７２.M
erlini,op.cit.,５９３.

（
６２
）Barbagallo,op.cit.,p.１３８.Renzo

M
artinelli,Storia

delPartito
com
unista

italiano,
vol.V

I:Il“
partito

nuovo” dalla
Liberazi-

one
al１８

aprile

（T
orino:Einaudi,１９９５

）,pp.２４５

―２４７.

（
６３
）T

N
A
,FO３７１／６７７６８,Z９９７６／３２／２２

（１９４７／１０／３０

）.

（
６４
）M

erlini,op.cit.,５７６.FIG,A
PC,Partito,Fondo

M
osca,D

irezione
V
erbali,Pacco２５／III,８

e９
ottobre１９４７,m

f２７２.

（
６５
）T

N
A
,FO３７１／６７７６８,Z９７６１／３２／２２

（１９４７／１１／１

）.

（
６６
）A

CS,Pietro
N
enniCartggio１９４４

―１９７９,B４１,F１９２１,D
a
T
erracinia

N
enni,２４

O
ttobre１９４７.

（
６７
）Spagnoli,op.cit.,pp.１４４

―１４５.

石
田
、
前
掲
書
、
八
五
、
一
五
二
頁
。M

erlini,
op.cit.,５９９.

T
N
A
,
FO３７１／６７７６８,

Z９９７６／３２／２２

（１９４７／１０／３０

）;Z１０４４４／３２／２２

（１９４７／１１／２７

）.

（
６８
）M

erlini,op.cit.,５７８

―５８０,５９８.

（
６９
）M

alandrino,op.cit.,p.６３.

（
７０
）M
erlini,op.cit.,５９９.

（
７１
）D
elPont,op.cit.,p.９７.M

alandrino,op.cit.,p.６６.
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イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
の
成
立
は
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
に
と
っ
て
終
着
点
で
は
な
く
出
発
点
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
憲
法
に
規
定
さ
れ

た
根
本
理
念
、
各
条
項
を
現
実
化
す
る
過
程
こ
そ
、
彼
の
主
要
関
心
と
な
る
。
と
り
わ
け
憲
法
の
実
行
と
合
法
性
の
維
持
を
強
調
す

る
際
、
行
政
府
の
行
動
が
憲
法
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
繰
り
返
し
抗
議
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
行
政
権
の
乱
用
や
警
察
の
裁
量
肥
大
化

が
市
民
の
自
由
を
侵
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
で
あ
り
、
市
民
的
権
利
の
保
障
と
人
道
的
原
則
の
遵
守
と
い
う
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ

が
力
説
し
続
け
た
要
諦
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
予
防
拘
禁
の
制
限
や
保
釈
要
件
の
緩
和
な
ど
具
体
的
改
善
に
努
め
る
の
と
並
行
し
て
、

地
方
自
治
（
憲
法
第
五
章
）、
憲
法
裁
判
所
（
憲
法
第
六
章
第
一
節
）、
最
高
司
法
会
議
（
憲
法
第
一
〇
四
、
一
〇
五
条
）、
国
民
投
票

（
憲
法
第
七
五
条
）
な
ど
の
憲
法
に
条
文
化
さ
れ
た
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
が
、
そ
れ
ら
の
実
施
を
妨
げ
て
い

る
と
厳
し
い
批
判
を
展
開
す
る
。
他
方
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
多
数
派
に
賛
同
し
な
い
と
い
う
習
慣
を
、
党
内
で
も
改
め
る
つ
も
り
が

な
か
っ
た
。
彼
は
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ズ
ム
に
一
石
を
投
じ
、
下
か
ら
の
主
体
的
参
加
を
喚
起
し
、
議
論
を
う
な
が
し
な
が
ら
、
自
ら
は

主
人
公
に
な
ろ
う
と
せ
ず
、
野
心
な
く
良
心
に
従
っ
て
行
動
し
て
い（

７２
）く。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、「
ど
こ
の
革
命
に
間
違
い
を
恐
れ
る
若
き
共
産
党
員
な
ど
い
る
も
の
か
」
と
語
っ（

７３
）た如
く
、
勇
敢
か
つ
思
想

堅
固
の
故
に
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
闘
争
の
間
も
、
味
方
陣
営
内
で
の
論
争
を
厭
わ
ず
、
強
情
と
見
紛
う
言
動
、
判
断
の
誤
り
に
ま
で
踏

み
出
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、『
オ
ル
デ
ィ
ネ
・
ヌ
ォ
ー
ヴ
ォ
』
グ
ル
ー
プ
の
頃
か
ら
、
公
正
の
理
想
追
求
、
社
会
的

平
等
の
実
現
、
個
人
の
自
律
尊
重
と
い
っ
た
達
成
す
べ
き
目
標
は
一
貫
し
て
い
た
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
憲
法
起
草
に
関
わ
っ
た
際
、

提
言
し
た
内
容
の
多
く
は
す
で
に
、
前
述
し
て
き
た
通
り
、
戦
前
か
ら
醸
成
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
国
家
や
党
に
権
力
が
集
中
す

る
シ
ス
テ
ム
へ
の
懐
疑
は
、
獄
中
期
前
後
か
ら
積
み
重
な
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
と
の
断
絶
を
示
す
唯
一
の
法
で
あ
る
憲
法
を
、
よ

り
民
主
主
義
に
近
づ
け
、
リ
ベ
ラ
ル
か
つ
包
括
的
に
す
る
こ
と
が
彼
の
主
た
る
課
題
と
な
っ
た
。
憲
法
は
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
諸
政
党
の

合
意
、
協
力
の
結
晶
で
あ
り
な
が
ら
、
主
要
政
党
は
選
挙
に
よ
る
権
力
獲
得
を
優
先
さ
せ
、
政
党
間
の
妥
協
を
超
え
た
制
度
改
革
に
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は
消
極
的
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
政
治
・
社
会
的
選
択
の
基
本
原
理
は
、
国
家
理
性
や
虚
偽
に
満
ち
た
政
党
の

論
理
と
は
、
か
け
離
れ
て
い（

７４
）た。

法
に
基
づ
く
市
民
の
自
律
的
活
動
を
奨
励
す
る
姿
勢
は
、
約
一
七
年
に
お
よ
ぶ
獄
中
体
験
と
自
ら

が
信
頼
を
お
く
党
か
ら
の
除
名
と
い
う
二
重
の
桎
梏
に
直
面
し
て
も
、
む
し
ろ
強
化
、
保
持
さ
れ
る
。
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
苦
境
を
バ

ネ
と
し
て
、
共
産
党
ナ
ン
バ
ー
・
ツ
ー
、
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
総
書
記
、
制
憲
議
会
議
長
と
い
う
新
し
い
役
割
を
担
う
度
に
、
民
主
主

義
の
可
能
性
を
次
々
と
模
索
し
て
い
っ
た
。

上
意
下
達
型
の
権
力
構
造
を
批
判
す
る
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
が
、
そ
れ
で
も
共
産
党
に
留
ま
っ
た
の
は
、
二
〇
年
を
越
え
る
フ
ァ
シ
ズ

ム
体
制
や
、
戦
前
戦
後
と
反
復
さ
れ
る
社
会
的
不
正
義
に
対
抗
す
る
必
要
上
、
集
団
的
結
束
と
組
織
の
効
率
が
不
可
欠
と
確
信
し
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
権
力
者
と
の
取
引
を
繰
り
返
し
て
い
た
戦
前
の
社
会
党
に
不
信
感
を
募
ら
せ
、
同
様
に
、
モ

ス
ク
ワ
の
顔
色
を
う
か
が
う
共
産
党
幹
部
と
も
衝
突
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
、
彼
を
支
え
た
人
々
は
、
タ
ス
カ
、
グ
ラ
ム
シ
、

レ
ッ
ク
ス
、
ス
ピ
ネ
ッ
リ
、
ラ
ヴ
ェ
ー
ラ
、
テ
ィ
バ
ル
デ
ィ
、
モ
ス
カ
テ
ッ
リ
か
ら
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
に
至
る
ま
で
、
対
立
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
公
正
と
平
等
の
た
め
、
共
闘
し
て
い
く
連
帯
意
識
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
。
長
い
追
放
の
期
間
を
経
て
、
一
九
四
五

年
一
二
月
末
に
始
ま
っ
た
イ
タ
リ
ア
共
産
党
第
五
回
党
大
会
で
は
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
名
が
告
げ
ら
れ
る
と
、
ロ
ー
マ
大
学
の
会
場

は
雷
鳴
の
よ
う
な
喝
采
に
包
ま
れ
た
と
い
う
。
そ
こ
に
は
、
ソ
連
で
生
じ
た
政
敵
を
完
全
に
抹
殺
す
る
粛
清
と
は
異
な
る
環
境
が

あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
ま
た
、
彼
が
何
事
に
つ
い
て
も
「
反
対
す
る
人
」
を
通
し
た
と
こ
ろ
は
、
廉
潔
な
人
格
、
明
確
な
政
治
姿

勢
の
現
わ
れ
と
し
て
、
党
派
に
左
右
さ
れ
な
い
尊
敬
と
信
頼
を
集
め
る
要
因
と
な
っ
た
。
憲
法
が
多
様
な
意
見
の
集
約
に
よ
り
成
立

し
た
の
と
並
行
し
て
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
彼
と
の
対
話
を
継
続
し
た
信
頼
で
き
る
友
人
た
ち
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
決
し
て
安

易
に
群
れ
ず
、
民
主
共
和
国
へ
の
孤
独
な
伴
走
者
に
徹
し
て
い
っ（

７５
）た。

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
に
お
け
る
「
孤
独
」
と
は
、
彼
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
得
ら
れ
た
敬
意
の
高
さ
を
考
え
れ
ば
、「
異
論
派
」、「
少
数
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者
」
と
い
っ
た
言
葉
に
置
き
換
え
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
の
先
見
性
と
果
敢
な
行
動
へ
、
権
威
主
義
者

た
ち
が
示
し
た
無
理
解
は
、
彼
の
人
生
を
「
難
し
い
」
も
の
に
し
て
い
た
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
学
生
運
動
が
活
発
化
し
た
際
、

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
離
婚
、
中
絶
、
女
性
の
新
た
な
自
覚
を
め
ぐ
る
直
接
民
主
主
義
へ
の
要
求
に
呼
応
し
、
逮
捕
さ
れ
た
若
者
た
ち
と

の
連
帯
さ
え
表
明
し
て
い
る
。
彼
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
評
価
は
、
現
在
か
ら
見
る
と
疑
問
の
残
る
点
が
あ
り
な
が
ら
も
、
一
九

七
一
年
一
月
に
は
ソ
連
が
も
は
や
社
会
主
義
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
と
ま
で
言
及
し
、
そ
の
「
過
激
さ
」
は
晩
年
も
衰
え
な
か
っ
た
。

さ
り
な
が
ら
、
左
右
の
テ
ロ
が
深
刻
と
な
る
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
は
、
暴
力
を
政
治
に
持
ち
込
む
危
険
性
へ
警
鐘
を
な
ら
し
、
法

に
基
づ
く
代
議
民
主
制
を
擁
護
し
つ
つ
、
暴
力
を
厳
正
に
抑
制
す
る
態
度
は
最
後
ま
で
一
貫
し
て
い
た
。
一
九
八
三
年
一
二
月
六
日

に
八
八
年
の
生
涯
を
終
え
た
後
も
、
学
生
運
動
の
活
動
家
で
あ
っ
た
人
々
の
間
で
、
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
民
主
主
義
の
基
準
点
と
な
り

続
け
た
の
で
あ（

７６
）る。

（
７２
）Barbagallo,op.cit.,pp.１３８

―１３９.A
gosti,op.cit.,p.１３.

（
７３
）D

elPont,op.cit.,p.１０２.

（
７４
）Gobetti,op.cit.,p.１００５.Barbagallo,op.cit.,pp.１３３,１３５.Baldissara,op.cit.,pp.１４８,１５０

―１５１.

多
く
の
法
律
は
、
自
由
主
義
期
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
延
長
上
に
あ
り
、
前
体
制
と
の
際
立
っ
た
断
絶
性
を
示
し
て
い
た
の
は
憲
法
で
あ
っ
た
。Ibid.,

p.１５０.

（
７５
）T

erracini,Intervista
sulcom

unism
o
difficile,pp.１３８,１４３,１４５.Ravera,op.cit.,p.１２０.D

elPont,op.cit.,
p.１０２.M

alandrino,
op.cit.,p.６６.A

gosti,op.cit.,
p.１５.

（
７６
）Gianotti,op.cit.,pp.２４９,２５１,２５６,２５８,２６０.

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
の
即
時
承
認
を
主
張
し
た
。
彼
は
宗
教
、
民
族
の
枠

に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
同
化
に
は
反
対
で
、
文
化
・
歴
史
的
ユ
ダ
ヤ
性
を
保
持
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Barbagallo,op.
cit.,

p.１３９.
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